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武士形成における停囚の役割(下向井)

鎌
倉
幕
府
の
成
立
か
ら
江
戸
幕
府
の
誠
亡
ま
で
七

O
O年
の
問
、
支

配
階
級
と
し
て
君
臨
し
た
武
士
は
、
い
つ
ど
の
よ
う
に
し
て
登
場
し
た

の
か
。
小
学
校
か
ら
高
校
ま
で
の
教
科
書
は
、
有
力
農
民
が
開
発
所
領

を
守
る
た
め
に
武
装
し
て
武
士
に
な
っ
た
と
自
明
の
よ
う
に
説
明
し
て

い
る
。
し
か
し
戦
後
の
主
導
学
説
で
あ
っ
た
こ
の
「
武
士
H
在
地
領
主
」

論
は
、
在
地
領
主
的
実
体
の
成
立
が
、
一

O
世
紀
前
半
の
平
将
門
ら
よ

り
は
る
か
に
遅
れ
て
、
一
一
世
紀
後
半
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
完
全
に
破
綻
し
た
。

一
九
六

0
年
代
後
半
、
戸
田
芳
実
・
石
井
進
両
氏
が
、
武
士
は
平
安

時
代
の
国
街
の
浬
守
編
成
を
通
し
て
成
立
・
成
長
し
た
と
い
う
「
国
街

軍
制
」
論
を
提
起
し
、
こ
れ
を
継
承
し
た
下
向
井
は
、
中
央
政
府
の
軍

事
指
揮
権
の
発
動
で
あ
る
「
追
捕
官
符
」
に
着
目
し
て
国
街
軍
制
の
し

下

向

井

龍

彦

く
み
を
解
明
し
、
「
追
捕
官
符
」
が
約
束
す
る
恩
賞
を
と
お
し
て
武
士

が
成
長
し
て
い
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

と
こ
ろ
で
戸
田
・
石
井
両
氏
の
「
国
街
軍
制
」
論
に
み
え
る
武
芸
や

武
装
を
重
視
す
る
観
点
を
軍
制
論
か
ら
切
り
離
し
て
継
承
し
た
最
近
の

「
武
士
H
職
能
人
」
論
は
、
日
本
馬
・
和
弓
・
日
本
万
の
一
面
を
取
り

上
げ
て
、
常
識
的
武
士
像
を
根
本
か
ら
否
定
す
る
。
す
な
わ
ち
小
型
日

本
馬
は
大
鎧
を
着
た
重
い
武
士
を
乗
せ
て
疾
駆
で
き
な
い
。
武
士
の
一

騎
打
ち
戦
術
は
『
平
家
物
語
』
が
生
み
出
し
た
虚
構
で
あ
る
。
武
士
の

乗
馬
は
戦
場
ま
で
赴
く
た
め
で
あ
る
。
日
本
万
の
反
り
は
馬
上
戦
闘
の

た
め
に
考
案
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
焼
き
反
り
か
ら
生
ま
れ
た
。
武
士

は
、
都
を
舞
台
に
、
天
皇
を
警
護
す
る
近
衛
官
人
か
ら
生
ま
れ
た
。
武

士
の
武
芸
や
武
器
の
起
源
も
近
衛
官
人
の
武
芸
・
武
器
に
あ
る
、
な
ど

で
あ
る
。

「
武
士
H
職
能
人
」
論
が
と
く
に
重
視
す
る
の
が
弓
矢
で
あ
る
が
、

武
士
の
中
心
兵
器
は
弓
矢
だ
け
で
は
な
い
。
勝
敗
・
生
死
を
決
す
る
決
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く
、
直
万
と
は
別
系
統
の
、
柄
反
り
を
も
っ
蕨
手
万
か
ら
毛
抜
形
蕨
手

万
、
毛
抜
形
万
を
経
て
、
毛
抜
形
太
万
す
な
わ
ち
日
本
万
へ
と
発
展
し

て
い
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
(
図
)
。
蕨
手
万
は
東
北
と
く
に
岩

手
県
で
多
く
出
土
し
て
お
り
、
も
と
も
と
律
令
国
家
の
遠
征
軍
と
戦
っ

た
蝦
夷
騎
馬
戦
士
の
万
で
あ
る
。
こ
の
蝦
夷
の
蕨
手
万
が
ど
う
し
て
中

世
武
士
の
日
本
万
へ
進
化
し
て
い
っ
た
の
か
?
蕨
手
万
は
関
東
以
西
で

も
四
六
例
見
つ
か
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
を
ど
う
位
置
づ
け
る
か
?
こ
の

問
題
が
、
蕨
手
万
か
ら
日
本
万
へ
の
発
展
を
解
明
し
、
武
士
の
成
立
を

解
明
す
る
鍵
を
握
っ
て
い
る
。
律
令
国
家
と
の
戦
争
で
降
服
し
国
内
に

強
制
移
住
さ
せ
ら
れ
た
蝦
夷
、
す
な
わ
ち
倖
囚
を
媒
介
さ
せ
る
こ
と
で

こ
の
問
題
は
解
明
で
き
る
。
喜
田
貞
吉
は
、
戦
前
の
一
九
三
三
年
に
、

内
国
出
土
蕨
手
万
が
「
内
地
諸
国
に
移
住
し
た
倖
囚
等
の
所
持
品
」
で

あ
り
、
「
(
内
地
移
住
の
停
囚
が
)
平
安
朝
中
期
以
後
に
お
け
る
武
士
の

起
原
を
な
し
た
」
と
い
う
注
目
す
べ
き
提
言
を
し
た
が
、
武
士
倖
囚
起

源
論
・
蕨
手
万
沿
革
論
と
も
に
他
日
を
期
し
た
ま
ま
、
つ
い
に
詳
論
さ

れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

と
こ
ろ
で
内
国
移
配
倖
囚
問
題
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
九
世
紀
軍

制
論
の
な
か
で
注
目
さ
れ
る
か
、
奥
羽
蝦
夷
論
に
付
随
す
る
問
題
と
し

て
し
か
扱
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
わ
ず
か
に
吉
沢
氏
が
内
国
移
配
政
策

全
体
を
概
観
し
た
に
と
ど
ま
る
。

本
報
告
で
は
、
国
家
体
制
の
変
容
、
軍
事
課
題
の
変
化
に
応
じ
た
国

家
軍
制
の
変
容
と
関
連
づ
け
な
が
ら
、
停
囚
政
策
・
倖
囚
支
配
の
実
態

を
明
ら
か
に
し
て
「
倖
囚
」
の
傭
兵
的
性
格
を
浮
き
彫
り
に
し
、
蕨
手

万
か
ら
日
本
万
へ
の
進
化
に
示
さ
れ
る
、
武
士
形
成
に
お
け
る
停
囚
の
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役
割
に
つ
い
て
論
じ
た
い
。

一
、
八
世
紀
律
令
国
家
と
九
世
紀
律
令
国
家

武士形成における停囚の役割(下向井)

(1)
八
世
紀
律
令
国
家
、
対
新
羅
外
交
、
律
令
軍
制

八
世
紀
律
令
国
家
は
「
蕃
国
」
新
羅
に
朝
貢
を
強
要
し
、
東
北
・
西

南
の
「
夷
狭
」
を
服
属
・
編
入
さ
せ
る
こ
と
を
め
ざ
す
「
東
夷
の
小
帝

国
」
だ
っ
た
。
律
令
国
家
は
、
一
戸
一
兵
士
の
基
準
で
徴
兵
し
た
律
令

軍
制
H
軍
団
兵
士
制
を
も
っ
て
い
た
。
八
世
紀
の
全
国
総
戸
数
は
約
二

O
万
戸
で
あ
り
、
単
純
に
二
戸
一
兵
士
の
基
準
を
当
て
は
め
る
と
、
推

計
人
口
五

1
六
O
O万
人
に
対
し
、
二

O
万
人
も
の
大
規
模
兵
力
を
も

っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
人
口
一
億
二

O
O
O万
人
に
対
し
て
一
六
万

人
の
現
在
の
陸
上
自
衛
隊
に
比
べ
て
桁
外
れ
に
巨
大
な
軍
隊
で
あ
っ
た

こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
は
、
新
羅
に
対
し
て
、
朝
貢
関
係
を
破
棄
し
よ

う
も
の
な
ら
、
軍
事
的
威
嚇
か
ら
侵
攻
作
戦
ま
で
含
め
、
軍
事
的
制
裁

を
辞
さ
な
い
と
い
う
断
固
た
る
意
思
表
示
に
ほ
か
な
作
t
ぃ
。
藤
原
仲

麻
呂
の
新
羅
侵
攻
計
画
が
そ
れ
を
端
的
に
示
し
て
い
る
。

律
令
国
家
の
人
民
支
配
の
基
本
原
理
で
あ
る
公
地
公
民
制
H
編
戸
制

・
班
田
制
は
、
二
戸
か
ら
一
人
兵
士
を
出
せ
る
よ
う
に
、
国
家
が
六
年

ご
と
に
コ
戸
」
の
規
模
を
調
整
し
て
そ
の
経
営
規
模
を
保
障
し
、
階
層

分
解
を
凍
結
す
る
こ
と
を
め
ざ
す
も
の
で
あ
っ
た
。
律
令
国
家
の
厳
格

な
人
民
統
制
は
、
巨
大
軍
隊
を
建
設
維
持
す
る
た
め
の
「
軍
国
体
制
」

だ
っ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
律
令
国
家
・
律
令
軍
制
・
対
新
羅
朝

貢
強
要
外
交
は
、
不
可
分
の
三
位
一
体
的
関
係
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

律
令
国
家
は
、
律
令
軍
制
と
は
別
個
に
犯
罪
鎮
圧
の
た
め
の
法
体
系

を
も
っ
て
い
た
。
捕
亡
令
で
あ
る
。
逃
亡
・
一
般
盗
犯
の
場
合
、
国
司

は
「
人
夫
」

H

非
武
装
追
捕
要
員
を
動
員
し
て
追
捕
し
、
「
謀
叛
以
上
」

の
場
合
、
「
飛
駅
奏
聞
」
す
な
わ
ち
天
皇
に
緊
急
報
告
し
て
「
発
兵
勅

符
」
を
受
け
、
「
兵
」

H
武
装
追
捕
要
員
を
動
員
し
て
追
捕
す
る
こ
と

に
な
っ
て
い
た
。
こ
の
動
員
方
式
を
私
は
捕
亡
令
「
臨
時
発
兵
」
規
定

と
呼
ん
で
い
る
が
、
動
員
予
定
者
は
「
百
姓
便
弓
馬
者
」
で
あ
り
、
軍

団
兵
士
で
は
な
か
っ
た
。

し
か
し
、
八
世
紀
に
「
臨
時
発
兵
」
規
定
を
発
動
す
る
よ
う
な
事
態

は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。
律
令
国
家
は
、
京
内
警
備
、
官
庁
で
の
使
役
、

造
都
造
寺
造
仏
の
た
め
の
労
働
力
と
し
て
京
(
み
や
こ
)
へ
、
防
人
と

し
て
大
宰
府
へ
と
、
大
量
の
人
民
を
強
制
徴
発
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成

り
立
っ
て
い
た
が
、
徴
発
さ
れ
た
人
民
は
頻
繁
に
逃
亡
し
た
。
捕
亡
令

追
捕
手
続
き
は
、
こ
の
よ
う
な
人
民
の
逃
亡
を
追
捕
す
る
う
え
で
威
力

を
発
揮
し
た
。
し
か
し
そ
れ
は
発
兵
を
必
要
と
す
る
も
の
で
は
な
か
っ

た。

(2)
対
新
羅
朝
貢
強
要
外
交
の
解
消
、
律
令
軍
制
の
廃
止
、
九
世

紀
律
令
国
家

唐
の
内
乱
を
契
機
と
し
て
東
ア
ジ
ア
の
国
際
秩
序
が
動
揺
す
る
な

か
、
日
本
は
、
宝
亀
十
一
年
(
七
八

O
)
二
月
、
対
新
羅
朝
貢
強
要
を

一
方
的
に
放
棄
し
、
つ
づ
い
て
三
月
、
大
規
模
兵
士
削
減
を
行
い
、
延

暦
十
一
年
(
七
九
二
)
に
は
軍
団
兵
士
制
を
全
廃
し
た
。
そ
れ
は
「
東

夷
の
小
帝
国
」
た
る
こ
と
を
実
質
的
に
放
棄
し
た
に
等
し
い
。
対
新
羅

3 



朝
貢
強
要
外
交
の
放
棄
と
律
令
軍
制
H

軍
団
兵
士
制
の
廃
止
は
、
公
地

公
民
制
H

編
戸
制
・
班
田
制
と
い
う
厳
格
な
人
民
統
制
を
維
持
す
る
必

然
性
を
失
わ
せ
た
。

大
規
模
軍
縮
を
行
っ
た
直
後
、
政
府
は
二

O
数
年
間
に
及
ぶ
大
規
模

な
蝦
夷
征
服
戦
争
を
お
こ
し
、
延
暦
二
十
一
年
ほ
ぼ
征
服
を
達
成
し
た
。

蝦
夷
征
服
戦
争
に
全
力
を
投
入
で
き
た
の
は
新
羅
と
の
軍
事
的
緊
張
が

解
消
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
て
律
令
国
家
は
八
世
紀
末
i
九

世
紀
初
頭
、
事
実
上
「
東
夷
の
小
帝
国
」
た
る
こ
と
を
や
め
た
。
九
世

紀
に
入
っ
て
政
府
は
、
編
戸
制
・
班
田
制
を
建
前
と
し
て
は
維
持
し
続

け
た
が
、
厳
格
な
人
民
統
制
を
緩
和
し
、
国
司
の
国
内
支
配
に
対
す
る

規
制
を
緩
和
し
て
い
っ
た
。
こ
の
規
制
緩
和
政
策
は
、
受
領
裁
量
権
の

拡
大
と
富
豪
層
の
成
長
を
促
し
た
。
裁
量
権
を
強
め
た
受
領
(
国
司
の

守
)
は
、
職
制
上
の
部
下
に
す
ぎ
な
い
任
用
国
司
(
援
・
目
)
を
意
の

ま
ま
に
使
い
、
郡
司
富
豪
層
を
徴
税
請
負
人
・
調
庸
運
京
請
負
人
と
し

て
国
内
支
配
を
行
う
よ
う
に
な
っ
た
。

一
一
、
「
倖
囚
」
の
内
国
移
配
政
策

(1)
修
囚
の
移
配

律
令
国
家
は
、
降
服
し
た
蝦
夷
に
吉
弥
侯
部
な
ど
の
「
姓
」
を
与
え

て
「
停
囚
」
と
し
、
現
地
で
支
配
す
る
と
と
も
に
、
「
内
国
」
に
強
制

移
住
さ
せ
る
政
策
を
採
っ
た
。
蝦
夷
の
身
分
規
定
の
ま
ま
服
属
し
た

「
夷
」
と
と
も
に
「
夷
停
」
と
総
称
さ
れ
た
が
、
こ
こ
で
は
「
倖
囚
」

の
称
で
統
一
す
る
。

大
規
模
な
移
配
政
策
は
、
八
世
紀
末
か
ら
九
世
紀
初
頭
の
院
夷
征
服

戦
争
に
よ
っ
て
発
生
し
た
大
量
の
帰
服
蝦
夷
を
処
置
す
る
た
め
に
行
わ

れ
た
。
移
配
が
確
認
さ
れ
る
国
は
実
に
四
四
カ
国
に
及
ぶ
。

と
こ
ろ
で
「
蕃
国
」
新
羅
に
君
臨
す
る
「
小
中
華
帝
国
」
た
る
八
世

紀
律
令
国
家
は
、
漂
着
新
羅
人
を
、
天
皇
の
徳
を
慕
っ
て
帰
化
し
た
も

の
と
み
な
し
て
、
一

0
年
間
の
課
役
免
除
を
条
件
に
強
制
的
に
編
戸
・

公
民
化
す
る
政
策
を
と
っ
て
い
た
(
戸
令
没
落
外
蕃
条
、
賦
役
令
没
落

外
蕃
条
)
。
こ
の
強
制
「
帰
化
」
政
策
は
、
新
羅
に
優
越
す
る
「
小
中

華
帝
国
」
の
体
面
を
誇
示
す
る
た
め
で
あ
る
と
と
も
に
、
一
般
公
民
に

「
皇
民
」
意
識
を
自
覚
さ
せ
る
効
果
を
期
待
す
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。

「
倖
囚
」
内
国
移
配
政
策
は
、
一
挙
に
増
え
た
大
量
の
「
倖
囚
」
を

陸
奥
現
地
で
管
理
・
支
配
す
る
こ
と
の
困
難
さ
と
再
反
乱
の
未
然
防
止

が
直
接
の
契
機
で
あ
っ
た
。
し
か
し
移
配
政
策
を
支
え
る
国
家
理
念
は
、

「
教
化
」
を
通
し
て
、
「
野
心
」
す
な
わ
ち
蝦
夷
独
自
の
粗
野
な
心
性

と
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
を
改
め
さ
せ
、
最
終
的
に
は
「
公
民
」
に
同
化
さ

せ
よ
う
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
停
囚
教
化
観
は
来
着
新

羅
人
強
制
「
帰
化
」
政
策
と
同
一
の
「
小
中
華
帝
国
」
意
識
に
根
ざ
す

も
の
で
あ
り
、
一
般
公
民
に
「
皇
民
」
で
あ
る
こ
と
の
誇
り
を
自
覚
さ

せ
る
効
果
を
期
待
す
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。

「
停
囚
」
内
国
移
配
政
策
は
、
ま
た
、
先
に
指
摘
し
た
人
民
の
計
画

的
大
量
移
転
を
可
能
に
す
る
中
央
集
権
的
国
家
機
構
が
あ
る
か
ら
こ
そ

行
い
え
た
。
東
北
か
ら
倖
囚
を
移
配
し
た
記
事
は
弘
仁
八
年
(
八
一
七
)

を
最
後
に
あ
と
を
絶
つ
。
中
央
集
権
的
統
制
の
緩
和
、
国
司
の
裁
量
権

拡
大
と
い
う
政
策
基
調
の
な
か
、
停
囚
の
大
量
移
配
は
不
可
能
に
な
っ

4 



て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
来
着
新
羅
人
政
策
を
み
て
も
、
宝
亀
五
年
(
七

七
五
)
、
漂
着
者
は
食
料
を
与
え
て
帰
国
さ
せ
、
帰
化
希
望
者
の
み
旧

来
ど
お
り
受
け
入
れ
る
政
策
に
転
じ
、
さ
ら
に
承
和
九
年
(
八
四
二
)
、

帰
化
を
全
面
禁
止
し
た
。
そ
れ
は
九
世
紀
律
令
国
家
が
、
来
着
新
羅
人

政
策
に
お
い
て
「
小
中
華
帝
国
」
の
体
面
を
放
棄
し
た
こ
と
を
意
味
す

る
。
停
囚
内
国
移
配
の
停
止
は
、
こ
の
よ
う
な
「
小
中
華
帝
国
」
意
識

の
低
下
と
も
関
連
し
て
い
る
。

武士形成における停囚の役割(下向井)

(2)
「
夷
修
専
当
」
に
よ
る
優
岨
・
教
轍

律
令
国
家
は
、
移
配
し
た
停
囚
の
「
望
郷
の
念
」
と
「
野
心
」
を
捨

て
さ
せ
る
た
め
、
国
簡
に
「
優
値
」
・
「
教
職
」
す
な
わ
ち
保
護
と
教
化

に
よ
っ
て
公
民
化
を
は
か
る
よ
う
命
じ
た
。

延
暦
以
来
、
国
街
の
待
遇
を
不
満
と
す
る
諸
国
の
惇
囚
ら
が
、
相
次

い
で
「
入
京
越
訴
」
し
た
こ
と
に
対
し
、
弘
仁
四
年
(
八
二
二
)
十
一

月
、
政
府
は
、
国
司
「
介
以
上
」
を
「
夷
停
専
当
」
と
し
、
惇
囚
管
理

の
責
任
者
と
す
る
よ
う
命
じ
た
。
「
介
以
上
」
と
あ
る
が
受
領
が
担
当

す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
。
以
下
、
「
夷
倖
専
当
」
を
、
た
ん
に
「
専

当
」
と
い
う
こ
と
に
す
る
。

「
例
」
「
格
」
と
し
て
全
国
的
に
制
度
化
さ
れ
た
「
優
価
」
「
教
職
」

内
容
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

第
一
に
倖
囚
料
支
給
で
あ
る
。
男
女
を
問
わ
ず
全
員
に
米
・
塩
・
燃

料
が
支
給
さ
れ
た
。
倖
囚
の
生
存
は
専
当
の
給
養
に
全
面
依
存
し
て
い

た
の
で
あ
る
。
弘
仁
二
年
、
政
府
は
「
停
囚
計
帳
」
の
提
出
を
諸
国
に

命
じ
た
。
調
庸
賦
課
を
意
図
し
た
も
の
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
停
囚
料

を
全
国
的
規
模
で
公
定
す
る
た
め
に
人
口
統
計
を
必
要
と
し
た
た
め
に

作
成
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
一
O
世
紀
に
成
立
し
た
『
延
喜
式
』
に
諸
国

惇
囚
料
が
列
記
さ
れ
て
い
る
が
、
国
街
財
政
の
一
O
%
を
越
え
る
国
が

二
ヶ
国
、
五
%
を
越
え
る
国
が
一

0
ヶ
国
あ
る
。
国
街
財
政
中
に
占
め

る
惇
囚
料
の
大
き
さ
、
受
領
の
倖
囚
優
位
の
負
担
の
大
き
さ
に
驚
か
さ

れ
る
。
弘
仁
二
年
、
政
府
は
惇
囚
料
の
支
給
を
子
供
の
代
ま
で
で
打
ち

切
り
、
孫
の
代
か
ら
は
支
給
し
な
い
と
宣
言
し
た
。
日
向
国
の
倖
囚
料

削
減
は
こ
の
方
針
を
実
行
に
移
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
『
延
喜
式
』
に

載
っ
て
い
な
い
園
、
少
額
の
国
は
、
日
向
固
と
同
様
、
削
減
・
廃
止
を

申
請
し
、
裁
可
さ
れ
た
国
で
あ
ろ
う
。
あ
ま
り
削
減
し
て
い
な
い
よ
う

な
国
は
、
惇
囚
た
ち
の
反
対
要
求
に
よ
っ
て
削
減
・
廃
止
に
踏
み
切
れ

な
か
っ
た
国
で
あ
ろ
う
。

第
二
に
「
存
問
」
で
あ
る
。
延
暦
十
九
年
(
八
O
O
)
、
張
り
切
り

す
ぎ
た
出
雲
受
領
は
、
毎
月
朔
日
に
「
存
問
」
し
て
、
政
府
か
ら
や
り

す
ぎ
だ
と
注
意
同
1
た
。
「
存
問
」
と
は
、
安
否
を
問
う
こ
と
、
慰
問

す
る
こ
と
で
あ
り
、
専
当
が
、
直
接
、
惇
囚
た
ち
の
生
活
状
態
を
訪
ね

慰
め
、
要
望
・
苦
情
を
聞
き
、
野
心
を
あ
ら
た
め
忠
・
孝
・
礼
儀
・
善

(m) 

行
な
ど
を
励
行
し
、
公
民
と
同
化
す
る
よ
う
教
職
し
た
の
で
あ
る
。
律

令
国
家
は
、
公
民
化
の
前
提
と
し
て
、
教
職
を
通
じ
て
停
囚
た
ち
を
「
礼
」

の
秩
向
か
な
か
に
包
摂
す
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
停
囚

は
「
存
問
」
の
と
き
い
ろ
い
ろ
な
待
遇
改
善
要
求
を
突
き
つ
け
た
が
、

「
専
当
」
は
あ
る
程
度
そ
の
要
求
に
応
え
た
。
い
く
ら
待
っ
て
も
対
応

し
て
く
れ
な
い
「
専
当
」
に
怒
っ
た
惇
囚
が
し
ば
し
ば
「
入
京
越
訴
」

し
た
結
果
、
弘
仁
四
年
、
太
政
官
は
専
当
に
、
要
望
に
は
速
や
か
に
対

5 



処
せ
よ
、
と
指
令
し
た
。

第
三
に
、
季
節
ご
と
に
倖
囚
た
ち
を
国
街
に
招
待
し
て
饗
宴
を
聞
い

た
。
惇
囚
た
ち
は
専
当
以
下
の
国
司
ら
の
前
で
蝦
夷
の
歌
舞
音
曲
を
披

露
し
た
で
あ
ろ
う
し
、
専
当
は
惇
囚
に
禄
と
季
節
ご
と
の
衣
服
を
支
給

し
た
。
冬
服
は
「
絹
布
混
ゼ
テ
給
フ
」
が
「
例
」
で
あ
っ
た
。
さ
き
に

み
た
張
り
切
り
出
雲
受
領
は
、
五
、
六
日
お
き
に
饗
宴
を
行
い
禄
を
与

え
、
ま
た
オ
l
ル
シ
ル
ク
の
冬
服
を
支
給
し
、
政
府
か
ら
や
り
す
ぎ
を

注
意
さ
れ
て
い
る
。
饗
宴
・
禄
・
時
服
の
費
用
は
そ
の
都
度
政
府
に
支

出
許
可
を
求
め
、
正
税
か
ら
支
出
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

共
同
飲
食
・
歌
舞
音
曲
・
禄
物
賜
与
は
、
直
接
、
停
囚
の
感
性
や
心

情
に
訴
え
る
教
化
手
段
で
あ
り
、
専
当
へ
の
服
従
意
識
・
忠
誠
心
を
高

揚
さ
せ
る
効
果
を
果
た
し
た
。
も
っ
と
も
「
専
当
」
の
優
他
を
冷
淡
に

受
け
止
め
る
倖
囚
も
当
然
い
た
で
あ
ろ
う
。
「
怨
ミ
」
を
捨
て
専
当
に

忠
誠
を
誓
い
公
民
化
を
め
ざ
す
か
、
あ
く
ま
で
専
当
・
公
民
に
反
感
を

抱
き
な
が
ら
帰
国
を
望
み
続
け
る
か
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
倖
囚
の
生
き
方

の
違
い
で
あ
る
。

第
四
に
、
停
囚
に
は
「
口
分
田
」
が
支
給
さ
れ
た
。
延
暦
二
十
年
(
入

O
二
、
停
囚
か
ら
田
租
を
し
ば
ら
く
徴
収
し
な
い
こ
と
に
し
、
弘
仁

七
(
八
二
ハ
)
年
、
翌
八
年
か
ら
支
給
後
六
年
以
上
す
ぎ
た
ら
田
租
を

徴
す
る
こ
と
に
し
た
が
、
)
八
年
八
月
、
ま
だ
倖
囚
は
「
貧
乏
」
な
の
で

(
お
)

免
除
期
間
を
延
長
し
て
ほ
し
い
と
の
常
陸
国
の
申
請
が
認
め
ら
れ
た
。

こ
れ
も
倖
囚
の
要
望
を
受
け
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
お
そ
ら
く
次
に
述

べ
る
調
庸
同
様
、
最
後
ま
で
田
租
徴
収
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。

第
五
に
、
倖
囚
は
調
庸
を
免
除
さ
れ
た
。
政
府
は
当
初
、
賦
課
す
る

方
針
だ
っ
た
が
、
延
暦
十
七
年
(
七
九
八
)
、
移
配
本
人
か
ら
の
徴
収

(
犯
)

を
あ
き
ら
め
、
息
子
の
代
か
ら
徴
収
す
る
方
針
に
変
え
た
。
こ
れ
も
要

求
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
諸
国
停
囚
は
貞
観
十
一
年
(
八
六
九
)
に

な
っ
て
も
寛
平
七
年
(
八
九
五
)
に
な
っ
て
も
な
お
調
庸
を
納
め
て
お

ら
ず
、
彼
等
の
反
発
を
前
に
、
国
簡
は
最
後
ま
で
調
庸
を
賦
課
で
き
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。

6 

(
3
)
倖
囚
の
不
法
行
為
や
犯
罪
に
対
す
る
政
府
・
専
当
の
対
応

延
暦
十
七
年
、
政
府
は
倖
囚
の
調
庸
未
進
に
懲
罰
に
よ
っ
て
で
は
な

く
徴
収
停
止
で
対
応
し
た
。
延
暦
十
九
年
、
甲
斐
国
が
、
惇
囚
の
暴
力

行
為
、
婦
女
暴
行
、
牛
馬
掠
取
に
つ
い
て
政
府
に
泣
き
つ
い
た
が
、
政

府
は
全
国
に
対
し
、
「
国
司
」
は
「
懇
々
」
と
「
教
職
」
せ
よ
、
も
し

(
担
)

改
心
し
な
け
れ
ば
「
法
ニ
ヨ
リ
科
断
セ
ヨ
」
、
と
指
令
し
た
。
よ
う
や

く
お
墨
付
き
を
得
た
諸
国
専
当
は
、
倖
囚
の
犯
罪
を
政
府
に
訴
え
、
播

磨
国
で
は
停
囚
十
人
が
多
執
島
に
配
流
さ
れ
、
因
幡
国
で
は
惇
囚
六
人

が
「
百
姓
牛
馬
」
を
盗
ん
だ
容
疑
で
土
佐
国
に
再
移
配
さ
れ
た
。
貞
観

八
年
(
八
八
六
)
、
播
磨
国
夷
惇
長
ら
が
勝
手
に
越
境
し
て
き
た
と
い

う
近
江
田
か
ら
の
訴
え
に
、
政
府
は
専
当
に
、
「
法
」
を
教
え
「
優
価
」

し
て
彼
等
を
慰
め
懲
ら
し
め
よ
と
命
じ
、
実
刑
は
加
え
な
か
っ
た
。
貞

観
十
二
年
、
下
総
国
専
当
は
、
停
囚
の
民
宅
放
火
・
財
物
掠
奪
行
為
を

「
禁
逼
」
し
た
い
と
政
府
に
訴
え
た
が
、
政
府
は
「
皇
化
」
に
従
う
と

誓
っ
た
ら
許
せ
、
教
職
を
開
か
な
い
者
は
陸
奥
国
の
奥
地
に
追
放
せ
よ
、

と
命
じ
た
。



以
上
、
政
府
・
専
当
の
倖
囚
支
配
は
基
本
的
に
「
優
他
」
「
教
職
」

で
あ
り
、
停
囚
の
粗
暴
な
行
動
に
神
経
を
使
い
、
処
罰
は
で
き
る
だ
け

避
け
よ
う
と
し
た
。
ま
た
処
罰
す
る
に
し
て
も
い
ち
い
ち
政
府
に
報
告

し
、
政
府
命
令
の
か
た
ち
で
行
っ
た
。
専
当
の
優
他
主
義
は
、
そ
れ
が

伎
に
与
え
ら
れ
た
任
務
H
勤
務
評
定
項
目
だ
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
「
停

囚
」
の
忠
誠
心
を
獲
得
し
、
利
用
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。
優
他
政
策
は

九
世
紀
末
ま
で
し
か
確
認
で
き
な
い
。
一

O
世
紀
に
な
る
と
、
「
倖
囚

料
」
が
有
名
無
実
化
し
て
い
る
こ
と
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
優
位
政
策

は
打
ち
切
ら
れ
た
。

三
、
停
囚
集
団
の
社
会

武士形成における停囚の役割(下向井)

(
1
)
入
植
地

専
当
は
惇
囚
だ
け
で
「
郷
」
を
編
成
し
て
支
配
し
ら
)
蕨
手
万
出
土

地
を
停
囚
定
住
地
と
見
た
場
合
、
「
諏
訪
湖
を
尭
か
に
見
下
ろ
す
眺
望

の
開
け
た
丘
陵
」
、
「
八
ヶ
岳
の
山
腹
一

O
O
O
m
を
越
え
る
峨
峨
た
る

山
嶺
」
、
「
富
士
山
麓
の
一

O
O
O
m
の
高
原
」
で
あ
り
、
あ
る
い
は
盆

地
の
一
隅
で
あ
り
、
ま
た
萩
沖
四
三
回
の
絶
海
の
孤
島
三
島
な
ど
で
あ

っ
た
。
専
当
は
一
般
公
民
か
ら
隔
離
さ
れ
た
辺
部
な
土
地
に
惇
囚
を
定

住
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

(2)
夷
修
長

弘
仁
三
年
(
八
一
二
)
六
月
、
政
府
は
、
停
囚
が
「
法
律
・
禁
制
」

を
守
ら
な
い
の
は
「
専
当
」
の
教
職
が
足
ら
な
い
か
ら
で
あ
り
、
停
囚

の
な
か
か
ら
統
率
力
が
あ
り
皆
が
服
従
し
武
勇
に
勝
れ
た
者
を
選
ん
で

「
夷
停
長
」
と
し
、
「
法
律
」
を
守
ら
な
い
者
を
「
捉
え
掲
め
」
さ
せ

よ
と
命
じ
た
。
夷
停
長
に
刑
罰
権
を
委
ね
た
こ
と
に
注
目
し
た
い
。

山
口
県
見
島
ジ
l
コ
ン
ボ
古
墳
群
の
二

O
O基
に
の
ぼ
る
積
石
塚
の

な
か
で
、
た
だ
一
つ
五
六
号
墳
か
ら
蕨
手
万
が
出
土
し
て
い
る
。
五
六

号
墳
は
、
岩
手
県
の
蝦
夷
の
積
石
塚
に
も
見
ら
れ
る
蕨
手
万
・
銭
・
石

帯
具
と
い
う
副
葬
品
構
成
を
も
ち
、
出
土
し
た
貞
観
永
宝
か
ら
み
て
九

世
紀
後
半
の
も
の
で
あ
る
。
蕨
手
万
副
葬
は
「
蝦
夷
の
勇
者
」

H
首
長

権
の
象
徴
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
五
六
号
墳
に
接
続
す
る
番
外
一
五

号
墳
出
土
の
馬
骨
は
殉
葬
さ
れ
た
愛
馬
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
石
帯
具
は

七
、
八
位
の
位
を
誇
示
す
る
も
の
で
あ
る
。
銭
の
副
葬
は
停
囚
料
受
給

権
・
分
配
権
と
関
係
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
と
な
れ
ば
、
五
六
号

墳
の
被
葬
者
は
長
門
「
夷
倖
長
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
同
一
地
域
で

た
い
て
い
て
白
川
ず
つ
し
か
出
土
し
て
い
な
い
蕨
手
万
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の

地
域
の
「
夷
伊
長
」
の
も
の
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
古
墳
築
造
は
、

倖
囚
集
団
が
蝦
夷
社
会
の
首
長
制
的
支
配
関
係
を
再
現
し
て
い
る
こ
と

を
示
し
て
い
る
。
政
府
・
専
当
は
、
古
墳
築
造
を
禁
止
せ
ず
、
逆
に
蝦

夷
社
会
の
首
長
制
的
支
配
関
係
を
、
惇
囚
の
教
職
・
優
仙
に
利
用
し
た

の
で
あ
る
。

夷
倖
長
は
、
蝦
夷
社
会
か
ら
持
ち
込
ん
だ
首
長
制
支
配
的
関
係
に
依

拠
す
る
と
と
も
に
、
専
当
に
よ
る
任
命
と
権
限
付
与
、
把
勿
・
位
階
な

ど
律
令
官
人
的
権
威
に
依
拠
し
な
が
ら
、
停
囚
集
団
を
「
自
治
」
的
に

管
理
・
統
率
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
専
当
が
、
過
酷
な
刑
罰
を
振
り

か
ざ
さ
ず
に
停
囚
集
団
を
管
理
で
き
た
の
は
、
こ
の
自
治
シ
ス
テ
ム
が
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あ
っ
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

(3)
生
活
状
態

倖
囚
の
生
活
は
、
給
養
と
租
税
免
除
が
継
続
す
る
限
り
充
足
し
て
い

た
。
絶
海
の
孤
島
見
島
古
墳
群
か
ら
出
土
し
た
生
活
用
品
に
は
、
玉
・

石
帯
な
ど
装
身
具
、
鏡
・
銅
椀
・
青
銅
匙
、
施
粕
陶
器
、
大
量
の
須
恵

器
・
土
師
器
な
ど
が
あ
る
。
停
囚
は
想
像
以
上
に
豊
か
な
生
活
を
し
て

い
た
の
で
あ
る
。
施
粕
陶
器
は
山
城
園
長
岡
石
作
窯
系
と
い
わ
れ
、
須

恵
器
も
長
門
国
以
外
で
製
作
さ
れ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
国
外

か
ら
持
ち
込
ま
れ
た
先
進
的
で
豊
富
な
副
葬
品
か
ら
、
「
都
会
風
な
文

化
を
も
っ
集
団
が
居
住
し
て
い
た
」
と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
絶
海
の

見
島
の
「
都
会
風
な
文
化
」
は
、
専
当
の
優
佃
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
。
私
は
、
停
囚
用
生
活
用
品
を
特
別
に
大
量
生
産
し
、

全
国
の
倖
囚
集
団
に
配
給
す
る
シ
ス
テ
ム
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と

さ
え
想
像
し
て
い
る
。
全
経
済
生
活
を
「
専
当
」
に
依
存
す
る
倖
囚
集

団
は
、
「
専
当
」
に
対
し
て
忠
誠
を
尽
く
す
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
こ
と

に
な
る
。(4)

乗
馬
の
習
と
狩
猟
特
権

勤
労
せ
ず
と
も
生
活
を
保
障
さ
れ
て
い
た
倖
囚
は
、
蝦
夷
男
子
の
習

俗
で
あ
っ
た
「
狩
・
漁
」
に
明
け
暮
れ
て
い
た
と
い
う
。
移
配
当
初
か

ら
、
馬
を
公
民
か
ら
取
り
上
げ
て
乗
り
回
し
、
山
野
を
狩
庭
と
し
て
占

拠
し
て
公
民
を
妨
害
し
、
抗
議
す
る
公
民
に
暴
行
を
加
え
る
、
と
い
う

こ
と
が
お
こ
っ
て
お
り
、
貞
観
十
一
年
(
八
六
九
)
に
な
っ
て
も
、
停

囚
は
狩
猟
に
明
け
暮
れ
て
い
る
状
態
で
あ
っ
た
。
停
囚
た
ち
が
狩
猟
す

る
こ
と
は
専
当
か
ら
黙
認
さ
れ
て
お
り
、
停
囚
に
は
狩
猟
特
権
が
与
え

ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
同
時
に
武
芸
訓
練
特
権
で
も
あ
っ
た
。

受
領
が
主
催
す
る
鷹
狩
に
参
加
し
た
「
猟
徒
」
が
近
辺
百
姓
の
生
業
を

妨
害
し
て
い
た
と
い
う
が
、
)
「
猟
徒
」
の
多
く
は
倖
囚
だ
っ
た
に
ち
が

い
な
い
。
こ
こ
で
も
受
領
と
停
囚
と
の
緊
密
な
関
係
が
形
成
さ
れ
て
い

ノ
く
、
。

見
島
古
墳
群
で
は
、
調
査
し
た
一
二
基
中
九
基
か
ら
鉄
鉱
が
出
土
し

て
い
る
。
馬
骨
出
土
は
番
外
一
五
号
墳
だ
け
だ
が
、
馬
の
飼
育
・
乗
馬

・
騎
射
訓
練
は
、
見
島
倖
囚
社
会
で
一
般
的
だ
っ
た
と
み
て
よ
い
。
注

目
す
べ
き
は
出
土
し
た
壮
年
男
子
人
骨
の
上
腕
骨
が
著
し
く
発
達
し
、

大
腿
骨
が
貧
弱
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
乗
馬
と
騎
射
の
習
俗
が
、
発
達

し
た
上
半
身
と
華
著
な
下
半
身
と
い
う
惇
囚
男
子
独
特
の
体
型
を
作
り

出
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
鉄
鉱
副
葬
被
葬
者
は
、
誇
り
高
き
蝦
夷
の
騎
馬

戦
士
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
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(5)
階
層
分
化

移
配
当
初
、
倖
囚
た
ち
は
、
食
料
・
生
活
用
品
の
配
給
な
し
で
は
生

活
で
き
な
か
っ
た
。
常
陸
国
で
は
、
弘
仁
八
年
(
八
一
七
)
、
「
貧
乏
」

を
理
由
に
田
租
免
除
期
聞
を
延
長
さ
れ
た
が
、
弘
仁
十
三
年
、
移
配
後

二
O
年
た
っ
て
、
よ
う
や
く
自
立
経
営
を
実
現
し
た
者
が
あ
ら
わ
れ
た
。

移
配
後
三

O
年
た
っ
た
天
長
年
間
の
九
州
北
部
に
は
、
数
百
人
の
仏
ム
民

を
救
済
で
き
る
だ
け
の
大
量
の
稲
を
蓄
積
す
る
惇
囚
が
登
場
し
た
。
給

養
と
租
税
免
除
の
特
典
を
最
大
限
に
活
用
し
な
が
ら
、
私
営
田
と
私
出



挙
H
高
利
貸
し
を
両
輪
と
す
る
富
豪
経
営
を
実
現
す
る
者
が
現
れ
た
の

で
あ
る
。
停
囚
社
会
の
内
部
で
、
自
立
経
営
・
富
豪
経
営
を
達
成
し
た

者
、
支
給
物
だ
け
に
依
存
す
る
者
、
富
豪
倖
囚
に
隷
属
す
る
者
と
、
階

層
分
化
が
進
行
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

武士形成における傍囚の役割(下向井)

(6)
倖
囚
と
公
民

移
配
さ
れ
た
惇
囚
は
差
別
さ
れ
た
。
国
司
・
郡
司
・
公
民
ら
は
、
倖

囚
を
そ
の
官
位
姓
名
で
呼
ば
ず
「
夷
停
」
誰
そ
れ
と
呼
ん
で
差
別
し
、

惇
囚
た
ち
は
そ
れ
を
恥
辱
に
感
じ
て
い
た
。
政
府
は
、
弘
仁
五
年
二
一

月
、
以
後
、
停
囚
を
夷
停
の
呼
称
で
呼
ん
で
は
い
け
な
い
、
官
位
で
呼

べ
、
官
位
無
き
者
は
姓
名
で
呼
べ
、
と
全
国
に
布
告
し
た
。
夷
倖
呼
称

禁
止
令
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
で
差
別
が
解
消
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。

一
般
に
「
支
配
民
族
」
の
民
衆
は
「
異
民
族
」
の
言
語
・
習
俗
を
野

蛮
な
も
の
と
見
下
し
、
恐
怖
・
侮
蔑
・
憐
閥
・
優
越
感
な
ど
、
あ
り
と

あ
ら
ゆ
る
下
劣
な
感
情
を
も
っ
て
彼
等
を
差
別
す
る
が
、
公
民
の
停
囚

差
別
は
、
律
令
国
家
の
公
民
教
化
の
成
果
と
も
い
え
る
公
民
自
身
の
「
中

華
」
意
識
・
「
皇
民
」
意
識
に
根
ざ
し
て
い
た
。

蝦
夷
の
言
語
は
「
夷
五
巴
と
呼
ば
れ
、
律
令
国
家
の
言
語
で
は
な
か

っ
た
。
停
囚
の
耳
慣
れ
な
い
「
夷
語
」
に
、
公
民
た
ち
は
、
自
分
の
な

か
に
「
中
華
」
の
「
皇
民
」
を
見
い
だ
し
た
で
あ
ろ
う
。

政
府
は
停
囚
対
策
の
法
令
の
前
文
で
、
惇
囚
の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
と

公
民
の
そ
れ
と
の
違
い
を
強
調
し
、
倖
囚
の
そ
れ
を
「
野
心
」
「
野
性
」

と
蔑
ん
で
い
る
。
停
囚
の
「
野
性
」
と
し
て
あ
げ
る
の
は
、
農
耕
・
養

蚕
を
せ
ず
狩
猟
と
漁
労
を
生
業
と
し
、
定
住
せ
ず
雲
の
ご
と
く
浮
遊
す

る
な
ど
で
あ
る
が
、
当
然
、
差
別
の
フ
ィ
ル
タ
ー
を
通
し
て
誇
張
さ
れ

(
印
)

て
い
る
。
な
か
に
は
移
配
へ
の
反
発
や
差
別
へ
の
怒
り
か
ら
、
公
民
男

子
を
殴
る
、
婦
人
暴
行
す
る
、
牛
馬
を
奪
っ
て
乗
り
回
す
者
も
い
た
か

も
し
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
粗
暴
な
行
動
も
、
彼
ら
に
本
来
的
に
備
わ

っ
た
「
野
性
」
「
野
心
」
と
決
め
つ
け
ら
れ
た
。

こ
の
よ
う
な
一
方
的
な
惇
囚
観
は
、
貴
族
官
人
・
一
般
公
民
の
平
均

的
差
別
意
識
と
し
て
浸
透
し
て
い
た
。
公
民
は
蔑
視
と
優
越
意
識
を
も

っ
て
惇
囚
た
ち
を
「
夷
倖
」
と
呼
ん
だ
の
で
あ
る
。
生
ま
れ
育
っ
た
故

郷
か
ら
無
理
矢
理
連
れ
て
こ
ら
れ
た
異
郷
で
の
差
別
に
、
停
囚
た
ち
は
、

怒
り
と
悲
し
み
に
ふ
る
え
、
望
郷
の
思
い
に
胸
を
焦
が
し
、
差
別
す
る

公
民
た
ち
に
憎
悪
と
敵
意
を
燃
や
し
た
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
倖
囚
が
も
ら
う
倖
囚
料
は
富
豪
層
ら
が
負
担
し
て
い
た
。

富
豪
層
ら
の
胸
の
な
か
に
、
な
ぜ
倖
囚
た
ち
は
狩
猟
に
あ
け
く
れ
な
が

ら
徒
食
で
き
る
の
か
、
な
ぜ
わ
れ
わ
れ
が
彼
ら
を
扶
養
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
か
、
と
い
う
不
満
と
敵
意
が
頭
を
も
た
げ
て
く
る
。
公
民
は

惇
囚
を
、
た
ん
に
自
分
た
ち
「
中
華
」
の
「
皇
民
」
と
は
異
な
る
粗
野

な
「
夷
秋
」
と
し
て
蔑
視
し
て
い
た
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
自
分
た
ち

が
納
め
る
租
税
に
よ
っ
て
扶
養
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
、
敵
意
と
反
感
を

抱
い
て
い
た
の
で
あ
る
。

移
配
後
二

O
年
ほ
ど
経
っ
た
弘
仁
年
間
後
半
、
自
立
経
営
を
実
現
し

た
倖
囚
の
な
か
か
ら
公
民
に
な
っ
て
調
庸
を
負
担
し
た
い
と
申
請
し
て

認
可
さ
れ
る
も
の
が
あ
ら
わ
れ
た
。
以
後
、
申
請
・
認
可
と
い
う
形
式

で
公
民
化
す
る
動
き
は
増
加
し
て
い
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
差
別
と

敵
視
の
恥
辱
の
な
か
で
差
別
か
ら
の
解
放
を
願
う
惇
囚
た
ち
が
選
ん
だ
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一
つ
の
生
き
方
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
停
囚
が
倖
囚
で
あ
る
限
り
、
倖

囚
と
公
民
は
構
造
的
な
敵
対
関
係
に
立
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
両
者
が

受
領
支
配
に
対
し
て
、
連
帯
す
る
と
か
共
闘
す
る
と
か
は
き
わ
め
て
困

難
で
あ
っ
た
。

四
、
停
囚
の
「
傭
兵
」
的
利
用

(1)
惇
囚
移
配
の
軍
事
的
意
図

貞
観
十
二
年
(
八
七

O
)
十
二
月
、
上
総
国
の
伊
囚
の
不
穏
な
動
き

に
ふ
れ
て
、
政
府
自
身
が
「
停
囚
を
全
国
に
分
散
居
住
さ
せ
た
の
は
、

「
盗
賊
」
を
「
防
禦
」
さ
せ
る
た
め
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う

に
、
そ
も
そ
も
倖
囚
の
全
国
移
配
政
策
に
は
、
軍
事
的
利
用
が
織
り
込

ま
れ
て
い
た
。
も
っ
と
は
や
く
、
大
同
元
年
(
八

O
六
)
、
政
府
は
、
「
夷

停
」
を
「
要
害
地
」
に
居
住
さ
せ
た
の
は
、
「
不
虞
」
す
な
わ
ち
非
常

(
日
)

事
態
に
備
え
る
た
め
で
あ
る
、
と
い
っ
て
い
る
。
停
囚
料
の
多
い
国
を

み
て
み
る
と
、
政
府
は
、
主
と
し
て
対
蝦
夷
動
員
・
京
の
護
り
・
対
新

羅
警
戒
を
想
定
し
て
、
倖
囚
を
特
定
の
国
に
重
点
的
に
移
配
し
た
こ
と

が
読
み
と
れ
る
。
大
同
元
年
官
符
は
、
倖
囚
を
「
要
害
地
」
に
居
住
さ

せ
た
と
い
う
。
萩
沖
の
見
島
は
、
大
宰
府
管
内
同
様
、
対
新
羅
警
戒
の

た
め
の
「
要
害
地
」
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

(
2
)
群
盗
海
賊

九
世
紀
に
入
っ
て
群
盗
蜂
起
、
海
賊
蜂
起
、
新
羅
海
賊
、
停
囚
の
乱

な
ど
、
八
世
紀
に
は
み
ら
れ
な
か
っ
た
新
た
な
軍
事
問
題
が
登
場
し
て

き
た
。
こ
れ
ら
を
群
盗
海
賊
と
総
称
し
て
お
く
。

群
盗
海
賊
の
多
く
は
、
受
領
か
ら
調
庸
の
と
り
ま
と
め
と
京
都
へ
の

運
送
を
請
け
負
っ
た
郡
司
富
豪
層
が
、
横
領
着
服
し
て
国
外
に
逃
亡
し

た
り
、
襲
撃
略
奪
し
て
不
足
分
を
穴
埋
め
し
た
り
、
略
奪
さ
れ
た
と
虚

偽
申
告
し
た
り
、
受
取
側
の
王
臣
家
が
暴
力
的
に
差
押
さ
え
た
り
な
ど

で
あ
っ
た
。
群
盗
の
な
か
に
は
、
受
領
支
配
に
反
発
す
る
按
以
下
の
任

用
国
司
が
、
過
酷
な
課
税
に
反
発
す
る
郡
司
富
豪
層
と
結
託
し
て
受
領

の
館
を
襲
撃
・
殺
害
す
る
事
件
も
あ
っ
た
。
群
盗
海
賊
が
、
郡
司
富
豪

層
の
反
受
領
闘
争
と
い
う
性
格
を
も
っ
て
い
た
こ
と
を
強
調
し
た
い
。

新
羅
海
賊
に
怯
え
た
日
本
政
府
は
、
沿
海
諸
国
に
し
ば
し
ば
警
戒
を

命
じ
た
。
九
世
紀
の
対
新
羅
関
係
は
八
世
紀
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
。

八
世
紀
は
、
「
小
中
華
帝
国
」
日
本
が
「
蕃
国
」
新
羅
に
朝
貢
を
強
要

す
る
国
家
間
・
王
権
問
の
外
交
関
係
で
あ
り
、
日
本
は
究
極
的
に
は
新

羅
侵
攻
ま
で
想
定
し
て
大
規
模
律
令
軍
制
を
保
持
し
て
い
た
。
一
方
、

九
世
紀
は
、
新
羅
国
家
と
の
関
係
で
は
な
く
、
新
羅
商
人
と
の
貿
易
関

係
で
あ
り
、
新
羅
の
脅
威
も
、
新
羅
国
家
で
は
な
く
、
新
羅
武
装
商
人

や
貧
窮
民
に
よ
る
襲
撃
で
あ
っ
た
。
貞
観
十
一
年
(
八
六
九
)
の
新
羅

海
賊
事
件
に
震
え
上
が
っ
た
日
本
政
府
は
、
宇
佐
八
幡
宮
・
香
椎
廟
な

ど
に
、
日
本
は
「
神
国
」
だ
か
ら
軍
備
は
な
く
と
も
神
が
護
っ
て
く
れ

て
き
た
、
今
後
と
も
、
追
い
返
す
か
沈
め
る
か
し
て
「
神
国
」
で
あ
る

こ
と
を
思
い
知
ら
せ
て
ほ
し
い
、
と
祈
願
し
た
。
大
規
模
軍
制
を
放
棄

し
た
九
世
紀
律
令
国
家
は
、
「
神
」
す
な
わ
ち
四
囲
を
海
原
で
固
ま
れ

侵
攻
さ
れ
に
く
い
日
本
列
島
の
地
勢
的
条
件
に
頼
る
以
外
に
な
か
っ
た

の
で
あ
る
。
風
化
し
つ
つ
あ
っ
た
支
配
層
の
「
小
中
華
帝
国
」
意
識
が
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決
定
的
に
う
ち
砕
か
れ
、
自
然
条
件
に
依
存
す
る
消
極
的
「
神
田
」
意

識
が
明
確
に
自
覚
さ
れ
た
の
が
、
貞
観
十
一
年
の
新
羅
海
賊
事
件
だ
っ

た
。
停
囚
の
乱
に
つ
い
て
は
、
後
述
す
る
。

武士形成における停囚の役割(下向井)

(3)
捕
亡
令
「
臨
時
発
兵
」
規
定
に
よ
る
群
盗
海
賊
追
捕
と
修
囚

の
動
員

国
街
は
群
盗
海
賊
の
発
生
を
「
馳
駅
奏
言
」
や
「
国
解
」
で
政
府
に

緊
急
報
告
し
、
政
府
は
国
街
に
「
追
討
勅
符
」
や
「
追
捕
官
符
」
で
鎮

圧
を
命
じ
て
い
る
。
八
世
紀
に
ほ
と
ん
ど
適
用
さ
れ
な
か
っ
た
捕
亡
令

「
臨
時
発
兵
」
規
定
が
九
世
紀
の
群
盗
海
賊
追
捕
に
適
用
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。
群
盗
海
賊
追
捕
を
命
じ
る
勅
符
官
符
の
発
兵
文
言
は
、
捕

亡
令
「
臨
時
発
兵
」
規
定
に
準
じ
た
「
兵
」
「
人
兵
」
「
官
兵
」
「
人
夫
」

で
あ
る
が
、
現
実
に
動
員
さ
れ
た
の
は
、
当
時
、
「
勇
敢
者
」
「
勇
土
」

「
武
芸
人
」
な
ど
と
称
さ
れ
た
人
々
で
あ
る
。
土
着
国
司
子
弟
・
王
臣

子
孫
・
郡
司
富
豪
層
の
な
か
で
乗
馬
が
巧
み
で
武
芸
に
す
ぐ
れ
た
人
々

で
、
群
盗
海
賊
に
荷
担
し
な
か
っ
た
者
が
動
員
に
応
じ
た
の
で
あ
ろ
う
。

彼
ら
を
勇
敢
富
豪
層
と
呼
ん
で
お
こ
う
。

勇
敢
富
豪
層
と
と
も
に
動
員
さ
れ
た
の
が
「
停
囚
」
で
あ
る
。
勇
敢

富
豪
層
が
国
家
へ
の
「
役
」
と
し
て
「
差
発
」
さ
れ
た
の
に
対
し
、
「
倖

囚
」
は
「
招
募
」
さ
れ
た
。
弘
仁
四
年
(
八
二
二
)
の
出
雲
停
囚
荒
橿

の
乱
は
同
じ
出
雲
停
囚
ら
に
よ
っ
て
平
定
さ
れ
、
承
和
六
年
(
八
三
九
)

三
月
、
伊
賀
国
名
張
郡
山
中
の
私
鋳
銭
群
盗
一
七
人
の
追
捕
に
「
停
囚
」

が
派
遣
さ
れ
、
貞
観
九
年
(
八
六
七
)
十
一
月
の
海
賊
追
捕
令
で
瀬
戸

内
諸
国
に
惇
囚
「
招
募
」
が
指
示
さ
れ
、
貞
観
十
一
年
の
新
羅
海
賊
事

件
で
は
、
常
備
軍
で
あ
る
統
領
選
土
が
怖
じ
気
づ
く
な
か
、

敢
に
戦
っ
て
い
る
。

惇
囚
が
勇

(4)
群
盗
海
賊
の
戦
術
と
追
捕
側
の
戦
術

貞
観
十
一
年
の
新
羅
海
賊
は
、
「
夜
」
、
二
般
の
船
で
博
多
津
を
襲
い
、

豊
前
国
年
貢
絹
綿
を
掠
奪
し
て
「
即
時
逃
鼠
」
し
た
の
で
、
「
発
兵
追

捕
」
し
で
も
ま
に
あ
わ
な
か
っ
た
。
元
慶
七
年
(
八
八
三
)
六
月
三
日

「
夜
分
」
、
「
群
盗
」
一

O
O余
人
が
館
を
囲
み
、
筑
後
守
都
御
酉
を
射

殺
し
た
。
部
下
が
叫
び
声
を
聞
い
て
駆
け
つ
け
た
の
は
「
逃
散
」
し
た

あ
と
だ
っ
た
。
瀬
戸
内
の
海
賊
に
つ
い
て
、
貞
観
九
年
(
八
六
七
)
、

政
府
は
、
海
賊
と
い
う
も
の
は
、
広
い
海
を
た
だ
よ
い
な
が
ら
襲
撃
の

機
会
を
う
か
が
い
、
追
捕
す
れ
ば
鳥
の
よ
う
に
ば
ら
ば
ら
に
逃
げ
、
放

置
す
れ
ば
す
ぐ
に
カ
ラ
ス
の
よ
う
に
集
ま
っ
て
く
る
も
の
だ
、
と
述
べ

て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
九
世
紀
の
群
盗
・
海
賊
の
戦
術
は
、
馬
や
船
を
利
用

し
た
軽
装
戦
士
が
夜
陰
に
ま
ぎ
れ
て
急
襲
し
即
座
に
撤
収
す
る
、
追
捕

す
れ
ば
逃
れ
放
置
す
れ
ば
襲
っ
て
く
る
、
と
い
う
機
動
的
・
ゲ
リ
ラ
的

戦
術
で
あ
っ
た
。
失
敗
し
た
ら
命
は
な
い
。
死
に
も
の
ぐ
る
い
の
奇
襲

攻
撃
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
機
動
的
・
ゲ
リ
ラ
的
戦
術
に
対
し
、
追
捕
側
の
戦
術
も
、

少
人
数
の
騎
馬
(
乗
船
)
戦
士
に
よ
る
勇
猛
果
敢
な
追
撃
・
強
襲
戦
で

あ
っ
た
。
貞
観
十
一
年
(
八
六
九
)
の
新
羅
海
賊
の
と
き
、
海
辺
百
姓

五
、
六
人
が
死
を
官
し
て
追
い
か
け
て
賊
徒
二
人
に
矢
傷
を
与
え
、
ま

た
倖
囚
も
勇
猛
果
敢
な
「
一
以
当
千
」
の
戦
い
ぶ
り
だ
っ
た
。
貞
観
十
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七
年
下
総
倖
囚
の
乱
で
は
、
政
府
は
、
真
っ
先
駆
け
て
賊
徒
を
追
捕
し

た
勇
敢
な
戦
士
に
「
褒
賞
」
を
与
え
て
「
功
」
を
た
た
え
よ
、
と
命
じ

た
。
国
街
側
の
動
員
戦
士
が
勇
猛
果
敢
に
群
盗
海
賊
を
追
撃
す
る
の
は
、

「
追
討
勅
符
」
「
追
捕
官
符
」
が
約
束
す
る
恩
賞
め
あ
て
で
あ
っ
た
。

(5)
修
囚
の
戦
術
|
蕨
手
万
|

機
動
的
・
ゲ
リ
ラ
的
な
騎
馬
個
人
戦
術
を
も
っ
と
も
得
意
と
し
た
の

は
、
蝦
夷
の
戦
士
た
ち
で
あ
っ
た
。
陸
奥
国
現
地
軍
は
、
「
弓
馬
戦
闘
」

で
は
一
人
の
蝦
夷
戦
士
に
公
民
兵
士
数
十
人
が
束
に
な
っ
て
も
敵
わ
な

い
、
と
舌
を
巻
い
て
い
る
。
天
応
元
年
(
七
八
一
)
五
月
、
第
一
次
遠

征
軍
は
、
蝦
夷
武
装
勢
力
の
戦
術
に
つ
い
て
、
蜂
や
蟻
の
よ
う
に
集
ま

っ
て
き
で
は
挑
発
し
、
攻
め
た
ら
山
林
に
逃
げ
込
み
、
放
置
す
れ
ば
「
城

塞
」
を
「
侵
掠
」
す
る
。
と
り
わ
け
伊
佐
西
古
ら
は
、
「
一
以
当
千
」

の
英
雄
的
戦
土
で
あ
る
、
と
政
府
に
報
告
し
た
。
延
暦
八
年
(
七
八
九
)
、

第
二
次
遠
征
軍
は
、
精
鋭
四

O
O
O人
に
北
上
川
を
渡
ら
せ
蝦
夷
勢
力

指
導
者
ア
テ
ル
イ
の
本
拠
を
一
気
に
た
た
き
、
そ
の
あ
と
本
隊
数
万
を

渡
ら
せ
胆
沢
全
域
を
制
圧
す
る
作
戦
を
敢
行
し
た
。
し
か
し
本
隊
の
渡

河
は
回
止
さ
れ
、
深
く
侵
入
し
た
精
鋭
は
前
後
に
敵
を
受
け
て
壊
滅
し

た
。
機
動
性
・
計
略
・
連
携
・
果
敢
さ
に
お
い
て
、
蝦
夷
騎
兵
は
政
府

軍
を
圧
倒
し
た
。

蝦
夷
騎
兵
戦
術
と
政
府
軍
の
騎
兵
戦
術
と
の
相
違
を
端
的
に
示
す
の

が
、
蝦
夷
戦
土
の
蕨
手
万
と
政
府
軍
兵
士
の
直
万
で
あ
る
。
蕨
手
万
は

蝦
夷
勢
力
の
拠
点
岩
手
県
胆
沢
地
方
に
も
っ
と
も
濃
密
に
分
布
し
、
蝦

夷
塚
と
呼
ば
れ
る
積
石
塚
古
墳
か
ら
出
土
す
る
。
蕨
手
万
の
名
前
は
、

献
の
先
が
蕨
の
形
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
つ
け
ら
れ
た
。
そ
の
特
徴

っ
か
ぞ

は
、
真
っ
直
ぐ
な
万
身
に
対
し
て
柄
が
外
側
に
反
っ
て
い
る
「
柄
反
り
」

に
あ
る
(
図
)
。
す
な
わ
ち
蕨
手
万
は
、
直
万
で
は
な
く
聾
万
で
あ
る
。

笥
万
(
反
り
)
の
機
能
は
、
馬
を
疾
駆
さ
せ
な
が
ら
相
手
に
斬
り
か
か

る
と
き
、
強
烈
な
衝
撃
に
対
す
る
反
動
を
消
し
去
り
、
弧
線
を
描
い
て

深
く
斬
り
込
め
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
万
身
と
柄
が
一
体
の
射
鋭
献
も
、

焼
き
入
れ
も
、
強
烈
な
衝
撃
に
耐
え
さ
せ
る
た
め
の
技
法
で
あ
る
。

騎
馬
個
人
戦
は
、
弓
矢
で
始
ま
り
、
万
で
の
斬
り
合
い
、
組
み
討
ち

を
経
て
、
勝
者
が
敗
者
の
首
を
掻
き
斬
る
こ
と
で
終
了
す
る
。
弓
矢
で

相
手
に
致
命
傷
を
与
え
る
こ
と
は
困
難
で
、
す
れ
違
い
ざ
ま
の
、
あ
る

い
は
追
い
ぬ
き
ざ
ま
の
斬
り
合
い
で
勝
敗
は
決
す
る
。
柄
反
り
に
よ
っ

て
強
化
さ
れ
た
斬
撃
力
と
共
鉄
柄
の
強
度
は
、
疾
駆
す
る
馬
上
で
の
激

し
い
斬
り
合
い
に
耐
え
る
。
折
れ
る
心
配
は
な
い
。
い
っ
ぽ
う
政
府
軍

の
直
万
の
柄
は
細
い
茎
(
な
か
ご
)
に
取
り
付
け
ら
れ
て
い
る
。
斬
撃

の
反
動
を
吸
収
で
き
な
い
か
ら
深
く
切
り
込
め
ず
、
斬
撃
の
衝
撃
で
柄

元
か
ら
折
れ
る
心
配
が
あ
る
。
馬
を
疾
駆
さ
せ
な
が
ら
激
し
く
斬
り
合

う
こ
と
は
困
難
で
あ
ろ
う
。
疾
駆
し
な
が
ら
戦
え
る
笥
万
と
、
馬
を
止

め
な
い
と
戦
え
な
い
直
万
の
戦
術
的
格
差
は
比
較
に
な
ら
な
い
。
蝦
夷

騎
馬
戦
士
の
強
さ
の
秘
密
の
一
つ
は
、
疾
駆
斬
撃
戦
を
可
能
に
す
る
厳

手
万
に
あ
っ
た
。

全
国
出
土
蕨
手
万
は
三
型
式
に
大
別
で
き
る
と
い
う
。
-
型
H
東
北

・
北
海
道
型
は
平
作
り
で
万
身
は
長
く
、
柄
・
身
と
も
に
反
り
を
持

つ
。
全
体
の
八
二
%
を
占
め
る
。

E
型
H
関
東
・
中
部
型
も
平
作
り
で

あ
る
が
、
単
寸
で
万
身
は
無
反
り
。
全
体
の
一
四
%
。

E
型
H
西
日
本
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武士形成における伊囚の役割(下向井)

型
は
、
鋒
両
刃
造
り
で
、
切
刃
造
り
と
平
造
り
が
あ
り
、
単
寸
で
万
身

無
反
り
、
柄
の
反
り
は
浅
い
。
五
%
に
満
た
な
い
。

E
型
E
型
は
東
北

で
も
少
数
な
が
ら
出
土
し
て
い
る
。

E
型
E
型
が
倖
囚
の
も
の
で
あ
る

な
ら
、
関
東
以
西
で
独
自
に
発
展
し
て
い
っ
た
型
式
と
は
考
え
に
く
い
。

ば
ら
ば
ら
に
移
配
さ
れ
た
惇
囚
が
広
範
囲
の
地
域
的
共
通
性
を
も
っ
型

式
を
作
り
上
げ
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
私
は
、
右
の
三
類
型
は
、

東
北
蝦
夷
社
会
で
す
で
に
存
在
し
た
も
の
と
考
え
る
。
-
型
は
激
烈
な

実
戦
向
き
で
あ
る
。
蝦
夷
本
来
の
戦
闘
用
の
蕨
手
万
で
あ
ろ
う
。

E
型

E
型
は
疾
駆
斬
撃
戦
術
か
ら
い
え
ば
、
-
型
に
比
べ
機
能
は
は
る
か
に

劣
る
。
日
常
携
帯
用
だ
ろ
う
。
惇
囚
が
移
配
さ
れ
る
に
当
た
っ
て
、
関

東
中
部
方
面
に
移
配
さ
れ
る
集
団
に
は
主
と
し
て

E
型
、
西
日
本
方
面

に
移
配
さ
れ
る
惇
囚
に
は
主
と
し
て

E
型
が
持
た
さ
れ
た
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。
移
配
当
時
、
内
国
で
は
激
烈
な
武
力
行
使
は
想
定
さ
れ
て
お

ら
ず
、
ま
た

I
型
を
所
持
さ
せ
る
こ
と
を
危
険
視
し
た
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。

E
型
皿
型
の
携
行
し
か
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
惇
囚
で
は
あ
る
が
、

身
に
つ
け
た
騎
馬
斬
撃
戦
術
に
変
わ
り
は
な
い
。

貞
観
十
一
年
(
八
六
九
)
の
新
羅
海
賊
の
と
き
、
動
員
さ
れ
た
停
囚

た
ち
は
勇
猛
果
敢
な
「
一
以
当
千
」
の
英
雄
的
戦
い
ぶ
り
だ
っ
た
、
と

賞
賛
さ
れ
た
。
移
配
さ
れ
て
半
世
紀
以
上
た
っ
て
も
倖
囚
た
ち
は
蝦
夷

の
戦
術
を
継
承
し
続
け
て
い
た
の
で
あ
る
。
専
当
H
受
領
に
よ
っ
て
保

障
さ
れ
た
安
定
し
た
生
活
と
狩
猟
特
権
H
武
芸
訓
練
が
そ
れ
を
可
能
に

し
た
。
停
囚
た
ち
は
、
騎
馬
個
人
戦
術
・
疾
駆
斬
撃
戦
術
に
よ
っ
て
、

群
盗
海
賊
追
捕
に
活
躍
し
た
の
で
あ
る
。

(6)
受
領
・
勇
敢
富
豪
層
に
よ
る
倖
囚
戦
術
の
継
受

群
盗
海
賊
追
捕
に
動
員
さ
れ
た
勇
敢
富
豪
層
の
な
か
に
は
、
近
衛
下

級
官
人
・
近
衛
舎
人
の
経
歴
を
持
つ
者
も
い
た
で
あ
ろ
う
。
儀
式
で
の

の
り
ゆ
み
〈
ら
ベ
ろ
ま

近
衛
官
人
・
舎
人
の
整
列
・
行
進
や
賭
射
・
競
馬
で
天
皇
・
公
卿
を

楽
し
ま
せ
る
武
芸
は
、
律
令
的
戦
術
に
の
っ
と
っ
て
お
り
、
各
衛
府
の

弓
場
や
馬
場
で
訓
練
が
行
わ
れ
た
。
太
万
は
直
万
だ
っ
た
。
勇
敢
富
豪

層
た
ち
は
、
群
盗
海
賊
の
機
動
的
・
ゲ
リ
ラ
的
戦
術
に
対
し
、
は
じ
め

は
律
令
的
武
装
と
戦
術
で
対
抗
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ

る
。
停
囚
と
共
に
戦
っ
た
勇
敢
富
豪
層
は
、
蕨
手
万
を
振
り
か
ざ
し
疾

駆
す
る
馬
上
か
ら
一
撃
で
相
手
を
倒
す
惇
囚
の
鮮
や
か
な
斬
撃
に
目
を

見
張
っ
た
で
あ
ろ
う
。
直
万
で
は
、
そ
の
よ
う
な
芸
当
は
不
可
能
で
あ

っ
た
。
し
か
し
す
ば
や
く
逃
走
す
る
群
盗
海
賊
を
追
撃
す
る
に
は
、
惇

囚
の
疾
駆
斬
撃
戦
術
し
か
な
い
。
勇
敢
富
豪
層
は
、
と
も
に
戦
っ
た
倖

囚
た
ち
か
ら
蕨
手
万
と
疾
駆
斬
撃
戦
術
を
学
び
、
自
ら
の
も
の
に
し
て

い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
と
く
に
受
領
H
専
当
は
狩
猟
を
通
し
て
倖
囚
の

戦
術
を
吸
収
す
る
機
会
に
恵
ま
れ
て
い
た
。
紀
伊
・
越
後
の
受
領
を
経

験
し
た
紀
龍
男
の
従
者
公
弥
侯
広
野
の
よ
う
に
受
領
の
従
者
に
な
る
倖

囚
も
い
た
。
受
領
・
受
領
子
弟
・
受
領
従
者
が
ま
っ
さ
き
に
狩
猟
・
追

捕
を
通
じ
て
惇
囚
戦
術
を
継
受
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

(7)
停
囚
の
「
傭
兵
」
的
性
格

ウ
ェ

l
パ

l
は
、
君
主
が
一
般
臣
民
に
新
た
な
給
付
を
要
求
す
る
た

め
に
は
、
一
般
臣
民
の
好
意
を
あ
て
に
し
な
い
で
も
自
由
に
動
か
し
う

る
忠
誠
心
に
満
ち
た
軍
隊
、
と
く
に
「
異
種
族
人
」
軍
隊
を
保
持
し
て
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い
る
場
合
が
多
か
っ
た
と
し
て
、
オ
ス
マ
ン
帝
国
の
「
イ
ェ
ニ
チ
ェ
リ
」
、

ロ
シ
ア
の
コ
サ
ッ
ク
騎
兵
、
ブ
ル
ボ
ン
朝
の
ス
イ
ス
人
傭
兵
な
ど
の
例

を
挙
げ
、
と
も
に
異
種
族
人
と
し
て
周
囲
の
世
界
や
臣
民
に
対
立
し
、

臣
民
と
の
聞
に
相
互
的
連
携
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
ず
、
確
実
に
君
主

の
支
配
権
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
と
き
、
も
っ
と
も
信
頼
に
値
す
る

軍
隊
と
し
て
利
用
で
き
た
、
と
述
べ
て
い
る
。

公
民
は
倖
囚
の
こ
と
を
、
粗
野
な
異
種
族
人
と
し
て
、
自
分
た
ち
の

負
担
で
養
わ
れ
る
無
為
徒
食
の
邪
魔
者
と
し
て
差
別
し
て
い
た
。
倖
囚

は
倖
囚
で
公
民
の
不
当
な
差
別
に
敵
意
を
抱
い
て
い
た
。
両
者
が
「
相

互
的
連
携
を
求
め
た
り
見
出
し
た
り
」
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
っ
た
。

停
囚
は
、
手
厚
い
優
佃
で
全
生
活
を
支
え
て
く
れ
る
「
専
当
」
の
命
令

に
忠
実
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
み
る
と
、
受
領
の
任
用
・
郡
司
富
豪
層
に
対
す
る
強
権

的
支
配
を
可
能
に
し
た
暴
力
的
背
景
に
、
受
領
に
忠
実
な
「
停
囚
」
の

武
力
が
あ
っ
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。
停
囚
が
受
領
の
命
を
受
け
て
任

用
・
郡
司
富
豪
層
か
ら
未
進
取
り
立
て
を
行
う
と
き
、
日
頃
の
差
別
へ

の
怨
み
か
ら
彼
ら
に
容
赦
な
い
仕
打
ち
を
し
た
で
あ
ろ
う
。
紀
伊
・
越

後
受
領
を
経
験
し
た
伴
竜
男
は
従
者
を
使
っ
た
粗
暴
な
支
配
を
し
、
部

下
殺
害
の
罪
で
獄
に
入
れ
ら
れ
た
が
、
殺
害
の
下
手
人
は
停
囚
吉
弥
侯

広
野
だ
っ
た
。
任
用
・
郡
司
富
豪
層
を
主
体
と
す
る
群
盗
海
賊
H
反
受

領
闘
争
の
鎮
圧
に
向
か
う
と
き
も
同
様
で
あ
る
。
日
頃
の
怨
念
を
晴
ら

す
か
の
よ
う
な
容
赦
な
い
追
撃
・
斬
撃
に
、
群
盗
海
賊
は
震
え
上
が
っ

た
で
あ
ろ
う
。

受
領
が
停
囚
を
給
養
す
る
目
的
は
公
民
化
で
あ
り
、
軍
事
的
奉
仕
の

対
価
で
は
な
か
っ
た
。
給
養
の
財
源
は
国
街
財
源
で
あ
り
受
領
の
私
的

財
産
で
は
な
か
っ
た
。
停
囚
は
自
由
意
思
で
受
領
に
雇
わ
れ
た
わ
け
で

は
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
停
囚
は
厳
密
な
意
味
で
の
受
領
の
「
傭
兵
」

で
は
な
い
。
し
か
し
現
実
に
は
受
領
は
国
衛
権
力
と
国
街
財
政
を
独
占

的
に
運
用
し
て
お
り
、
停
囚
給
養
の
責
任
者
で
あ
っ
た
。
受
領
に
よ
っ

て
給
養
が
確
実
に
行
わ
れ
、
倖
囚
が
そ
れ
に
満
足
し
て
い
る
限
り
、
倖

囚
は
「
確
実
に
受
領
の
支
配
権
に
結
び
つ
け
ら
れ
」
、
受
領
の
も
っ
と

も
忠
実
で
も
っ
と
も
「
信
頼
に
値
す
る
軍
隊
と
し
て
利
用
で
き
た
」
。

倖
囚
を
受
領
の
「
異
種
族
人
傭
兵
」
的
武
力
と
と
ら
え
る
こ
と
は
許
さ

れ
る
で
あ
ろ
う
。
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五
、
倖
囚
の
反
乱
と
陸
奥
還
住

(
1
)
修
囚
の
反
乱

ウ
ェ
l
パ

l
は
「
異
民
族
軍
隊
」
に
つ
い
て
説
明
し
た
部
分
で
、
「
イ

エ
ニ
チ
ェ
リ
」
の
特
権
剥
奪
が
激
し
い
反
乱
を
ひ
き
起
こ
し
、
す
さ
ま

じ
い
殺
裁
に
よ
っ
て
鎮
圧
さ
れ
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
が
、
停
囚
の
反

乱
は
「
イ
ェ
ニ
チ
ェ
リ
」
の
反
乱
と
似
た
面
が
あ
る
。

倖
囚
は
、
給
養
が
確
実
に
行
わ
れ
て
い
る
か
ぎ
り
専
当
H
受
領
に
忠

実
で
あ
る
が
、
待
遇
改
善
要
求
が
聞
き
入
れ
ら
れ
な
い
場
合
、
し
ば
し

ば
「
反
逆
」
す
る
と
脅
し
た
り
、
上
京
越
訴
し
て
要
求
を
勝
ち
取
っ
て

い
た
。
待
遇
如
何
で
倖
囚
が
不
満
を
爆
発
さ
せ
る
危
険
性
は
ど
の
国
に

も
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

停
囚
の
最
初
の
大
規
模
反
乱
は
、

弘
仁
四
年

(
八
二
ニ
)

末
か
五
年



武士形成における停囚の役割(下向井)

(
花
}

初
頭
に
出
雲
で
起
こ
っ
た
「
荒
橿
の
乱
」
で
あ
る
。
倖
囚
た
ち
は
郡
郷

の
正
倉
や
富
豪
層
の
「
倉
」
を
襲
撃
し
て
稲
穀
を
掠
奪
し
た
ら
し
い
。

停
囚
の
な
か
に
は
反
乱
勢
に
殺
さ
れ
た
人
々
も
お
り
、
受
領
に
従
っ
て

反
乱
鎮
圧
に
手
柄
を
立
て
外
従
五
位
下
に
叙
せ
ら
れ
た
者
も
い
た
。
同

じ
境
遇
の
惇
囚
同
士
の
凄
惨
な
殺
し
合
い
で
あ
る
。
あ
ま
り
に
手
厚
い

優
位
を
し
て
い
た
例
の
張
り
切
り
出
雲
受
領
に
対
し
、
延
暦
十
九
年
(
八

0
0
)
、
政
府
は
、
待
遇
水
準
を
低
下
す
れ
ば
「
怨
ミ
心
」
を
抱
く
こ

と
に
な
る
か
ら
、
す
ぐ
に
厚
遇
を
や
め
る
よ
う
に
と
命
じ
て
い
た
が
、

政
府
の
懸
念
は
的
中
し
た
。
優
遇
処
置
を
や
め
て
し
ま
っ
た
受
領
の
と

き
「
荒
橿
の
乱
」
と
な
っ
て
爆
発
し
た
の
で
あ
る
。

承
和
十
五
年
(
八
四
八
)
二
月
、
上
総
国
か
ら
「
惇
囚
丸
子
廻
毛
」

の
「
反
逆
」
(
旬
報
告
と
「
反
逆
倖
囚
五
十
七
人
」
の
「
斬
獲
」
の
報
告

が
相
次
い
だ
。
貞
観
十
七
年
(
八
七
五
)
五
月
、
下
総
国
で
は
惇
囚
が

「
怨
ミ
」
か
ら
「
叛
乱
」
を
起
こ
し
、
報
告
を
受
け
た
政
府
は
武
蔵
・

上
総
・
常
陸
・
下
野
四
ヶ
国
に
「
兵
三
百
人
」
ず
つ
援
軍
を
送
ら
せ
、

下
野
国
は
「
反
虜
八
十
九
人
」
の
「
殺
獲
」
、
「
賊
徒
廿
七
人
」
「
帰
降

(
朋
)

停
囚
四
人
」
の
「
討
殺
」
を
報
告
し
た
。

元
慶
七
年
(
八
八
三
)
二
月
、
上
総
固
か
ら
「
市
原
郡
停
囚
三
十
余

人
」
が
「
叛
乱
」
し
、
「
官
物
」
を
「
盗
ミ
取
」
り
、
多
く
の
人
民
を

殺
し
、
「
民
家
」
を
焼
い
た
と
の
報
告
と
反
乱
平
定
の
報
告
が
相
次
い

で
届
い
た
。
二
度
目
の
報
告
に
対
し
、
政
府
は
、
受
領
等
追
討
軍
の
手

柄
を
讃
え
る
と
と
も
に
、
投
降
し
た
停
囚
の
な
か
で
悔
俊
し
た
者
は
し

っ
か
り
「
撫
育
」
せ
よ
、
と
命
じ
た
。

こ
れ
ら
倖
囚
の
乱
に
対
し
て
、
受
領
H

専
当
は
、
捕
亡
令
「
臨
時
発

兵
」
規
定
に
よ
っ
て
勇
敢
富
豪
層
と
反
乱
に
荷
担
し
な
か
っ
た
停
囚
た

ち
を
動
員
し
、
自
ら
先
頭
に
立
っ
て
追
跡
し
、
容
赦
な
く
殺
し
た
。

貞
観
十
七
年
下
総
倖
囚
の
乱
は
「
怨
ミ
」
が
原
因
だ
と
い
い
、
元
慶

七
年
上
総
惇
囚
の
乱
で
は
、
「
官
物
」
(
国
街
正
倉
や
富
豪
層
の
「
倉
」

に
備
蓄
さ
れ
た
稲
)
を
「
盗
ミ
取
」
っ
た
。
正
税
未
納
・
調
庸
未
進
の

最
終
責
任
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
受
領
は
、
停
囚
料
を
削
っ
て
未

納
・
未
進
の
補
填
を
は
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
惇
囚
に
対
す
る

給
養
の
減
額
・
停
止
を
意
味
す
る
。
停
囚
た
ち
は
そ
の
取
り
消
し
を
求

め
て
受
領
に
抗
議
・
陳
情
し
た
。
受
領
が
惇
囚
た
ち
の
要
求
を
拒
ん
だ

と
き
、
停
囚
は
実
力
で
既
得
権
益
を
確
保
し
よ
う
と
国
郡
街
正
倉
や
富

豪
層
の
「
倉
」
に
押
し
入
っ
て
稲
穀
を
運
び
去
り
、
抵
抗
す
る
者
は
殺

し
、
「
倉
」
に
火
を
放
っ
た
。
こ
れ
が
倖
囚
の
乱
の
共
通
の
原
因
で
あ

り
、
実
像
で
あ
ろ
う
。
停
囚
た
ち
は
、
け
っ
し
て
大
そ
れ
た
叛
意
を
も

っ
て
正
倉
を
襲
っ
た
の
で
は
な
い
。
彼
ら
は
た
だ
、
そ
れ
ま
で
ど
お
り

の
処
遇
に
み
あ
う
も
の
を
欲
し
た
だ
け
で
あ
っ
た
。

(2)
陸
奥
還
住
政
策

群
盗
追
捕
の
た
め
に
給
養
し
て
い
た
は
ず
の
惇
囚
が
、
逆
に
群
盗
化

す
る
と
い
う
皮
肉
な
事
態
に
直
面
し
た
政
府
・
受
領
は
、
倖
囚
を
陸
奥

固
に
還
住
さ
せ
る
政
策
に
転
じ
た
。

貞
観
十
二
年
(
八
七

O
)、
下
総
倖
囚
の
不
穏
な
動
き
に
、
政
府
は
、

悔
俊
し
な
い
倖
囚
は
陸
奥
奥
地
に
追
放
せ
よ
、
と
命
じ
た
。
そ
れ
ま
で

望
郷
の
念
を
捨
て
さ
せ
る
こ
と
を
原
則
的
立
場
と
し
て
き
た
政
府
は
、

反
抗
的
停
囚
の
陸
奥
追
放
政
策
を
打
ち
出
し
た
の
で
あ
る
。
停
囚
優
他
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が
お
荷
物
に
な
っ
て
い
た
受
領
た
ち
は
、
反
抗
的
な
倖
囚
を
陸
奥
に
追

放
し
て
倖
囚
料
の
削
減
を
は
か
っ
た
が
、
従
順
な
倖
囚
は
な
お
優
価
し

つ
づ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
で
は
停
囚
問
題
の
根
本
的
解
決
に

は
な
ら
な
い
。

寛
平
九
年
(
八
九
七
)
、
陸
奥
田
は
、
全
国
に
逃
亡
し
た
陸
奥
田
人

を
呼
び
戻
し
、
帰
還
者
に
は
課
役
免
除
の
特
典
と
種
子
農
料
支
給
な
ど

の
経
営
基
盤
を
与
え
、
辺
境
防
衛
と
荒
田
再
開
発
に
あ
た
ら
せ
た
い
と

(
鉛
)

政
府
に
申
請
し
た
。
五
畿
七
道
諸
国
居
住
旧
陸
奥
田
人
の
大
半
は
「
倖

囚
」
で
あ
る
。
宇
多
天
皇
の
新
政
府
は
、
国
制
改
革
・
財
政
改
革
の
一

環
と
し
て
倖
囚
問
題
に
決
着
を
つ
け
る
機
会
を
う
か
が
っ
て
い
た
。
政

府
は
陸
奥
田
に
、
「
在
京
王
臣
家
人
浮
浪
人
」
を
陸
奥
に
帰
還
さ
せ
た

古
い
法
令
を
引
き
あ
い
に
旧
陸
奥
田
人
の
帰
還
を
求
め
る
申
請
を
出
さ

せ
た
。
政
府
・
諸
国
受
領
は
、
こ
の
申
請
に
飛
び
つ
き
、
倖
囚
を
陸
奥

に
還
住
さ
せ
る
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
。
政
府
は
な
ぜ
、
率
直
に
、
倖

囚
を
帰
国
さ
せ
る
と
宣
言
し
な
か
っ
た
の
か
。
そ
れ
は
、
優
岨
に
よ
る

「
公
民
」
化
政
策
の
挫
折
を
宣
言
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
こ

の
停
囚
還
住
政
策
に
よ
っ
て
支
配
層
は
、
新
羅
だ
け
で
な
く
、
蝦
夷
・

停
囚
に
対
す
る
「
小
中
華
帝
国
」
意
識
ま
で
も
捨
て
去
っ
た
。

こ
の
政
策
を
受
け
た
専
当
H
受
領
は
惇
囚
た
ち
に
、
優
位
停
止
、
租

税
免
除
特
典
の
停
止
と
公
民
な
み
課
税
を
宣
告
し
た
う
え
で
、
陸
奥
還

住
か
残
留
希
望
か
の
選
択
を
求
め
た
の
だ
ろ
う
。
惇
囚
の
多
く
は
、
ま

だ
見
ぬ
父
祖
の
故
国
で
の
新
た
な
出
発
を
決
断
し
て
去
っ
て
い
っ
た
。

見
島
に
お
け
る
積
石
塚
は
九
世
紀
末
か
ら
十
世
紀
初
頭
、
忽
然
と
姿
を

消
す
。
見
島
の
「
惇
囚
」
集
団
は
、
夢
に
ま
で
見
た
故
国
へ
と
旅
立
つ

た
の
で
あ
ろ
う
。
一

O
世
紀
に
入
っ
て
、
停
囚
の
処
遇
に
関
す
る
法
令

・
政
策
を
み
る
こ
と
は
な
い
。
政
府
は
、
移
配
倖
囚
問
題
の
決
着
に
成

功
し
た
の
で
あ
る
。
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六
、
日
本
万
の
発
生
と
武
士
の
登
場

(1)
蕨
手
万
の
進
化

蕨
手
万
の
柄
に
毛
抜
形
の
透
か
し
を
付
け
た
万
が
毛
抜
形
蕨
子
万
で

あ
る
(
図
)
。
毛
抜
形
透
か
し
は
、
指
先
を
か
け
る
こ
と
で
握
力
が
強

化
さ
れ
、
共
鉄
柄
の
欠
点
で
あ
る
斬
撃
時
の
強
い
衝
撃
を
弱
め
、
斬
撃

力
は
さ
ら
に
ア
ッ
プ
す
る
。
毛
抜
形
蕨
手
万
は
岩
手
県
で
三
点
、
北
海

{
お
)

道
で
一
点
出
土
し
て
い
る
。
胆
沢
地
方
の
蝦
夷
が
考
案
し
、
北
海
道
の

蝦
夷
に
ま
で
伝
播
し
た
が
、
内
国
に
は
普
及
し
な
か
っ
た
。
移
配
惇
囚

た
ち
は
知
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
蕨
手
万
か
ら
毛
技
形
蕨
手
万
へ
の

進
化
は
弘
仁
年
間
以
降
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

毛
抜
形
蕨
手
万
の
柄
の
蕨
が
消
え
て
、
方
形
の
柄
尻
に
な
っ
た
も
の

が
毛
抜
形
万
で
あ
る
(
図
)
。
万
身
は
五

O
m
を
越
え
る
。
北
海
道
と

秋
田
県
で
一
点
ず
つ
出
土
し
て
い
る
だ
け
で
内
国
で
の
発
見
例
は
な

い
。
後
者
は
、
元
慶
二
年
(
八
七
八
)
の
出
羽
停
囚
の
乱
で
蝦
夷
勢
力

(
師
)

が
使
っ
た
万
と
み
ら
れ
て
い
る
。
毛
抜
形
刀
は
、
弘
仁
年
聞
か
ら
元
慶

初
年
ま
で
の
聞
に
蝦
夷
の
手
で
作
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
当
然
、
移
配
停

囚
た
ち
は
知
ら
な
い
。
も
う
一

O
m長
く
な
れ
ば
毛
技
形
太
万
で
あ
る
。

日
本
万
の
出
現
ま
で
あ
と
一
歩
で
あ
る
。

元
慶
出
羽
倖
囚
の
乱
で
政
府
軍
は
停
囚
側
に
圧
倒
さ
れ
っ
ぱ
な
し



で
、
大
量
の
武
器
を
奪
わ
れ
た
の
は
政
府
軍
の
方
だ
っ
た
。
そ
れ
で
も

政
府
軍
が
惇
囚
側
の
弓
や
万
を
奪
取
し
た
戦
闘
も
あ
っ
た
。
休
戦
協
定

後
、
休
戦
の
証
と
し
て
惇
囚
側
か
ら
武
器
が
献
上
さ
れ
た
こ
と
も
想
定

さ
れ
る
。
藤
原
保
則
、
小
野
春
風
ら
政
府
軍
首
脳
は
毛
抜
形
万
を
入
手

し
た
は
ず
で
あ
る
。
政
府
に
提
出
さ
れ
た
歯
獲
武
器
・
献
上
武
器
に
も

毛
技
形
万
が
含
ま
れ
、
官
人
ら
に
下
賜
さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

元
慶
の
乱
を
契
機
に
、
毛
技
形
万
が
、
惇
囚
の
騎
馬
斬
撃
戦
術
を
習
得

し
て
い
た
武
芸
官
人
た
ち
の
聞
に
普
及
し
て
い
っ
た
と
推
定
し
た
い
。

武士形成における停囚の役割(下向井)

(2)
延
喜
の
国
制
改
革

九
世
紀
を
通
じ
て
人
民
統
制
が
緩
和
さ
れ
、
受
領
裁
量
権
が
拡
大
さ

れ
た
が
、
な
お
編
戸
制
・
班
田
制
・
調
庸
制
の
人
身
支
配
原
理
は
国
街

と
人
民
の
支
配
関
係
を
規
定
す
る
基
本
原
理
と
し
て
建
前
と
し
て
は
維

持
さ
れ
て
い
た
。
九
世
紀
後
半
、
こ
の
人
身
支
配
原
理
を
逆
手
に
取
っ

た
郡
司
富
豪
層
は
王
臣
家
と
結
託
し
て
脱
税
闘
争
を
展
開
し
、
調
庸
未

進
・
正
税
未
納
が
深
刻
化
し
、
国
家
財
政
と
受
領
の
国
内
支
配
を
危
機

に
陥
れ
た
。
こ
の
危
機
を
克
服
す
る
た
め
、
宇
多
天
皇
は
、
関
白
基
経

が
没
し
た
寛
平
三
年
(
八
九
一
)
、
国
制
改
革
に
着
手
し
た
。
以
後
の

一
連
の
改
革
を
寛
平
・
延
喜
の
国
制
改
革
と
い
札
旬

こ
の
国
制
改
革
を
国
街
支
配
の
面
に
し
ぼ
っ
て
簡
単
に
み
る
な
ら
、

①
受
領
の
権
限
を
さ
ら
に
強
化
し
、
王
臣
家
と
富
豪
層
の
結
合
を
分
断

し
た
。
国
内
居
住
者
は
だ
れ
で
あ
れ
、
所
属
・
身
分
に
と
も
な
う
免
税

特
権
を
否
定
さ
れ
、
国
街
支
配
に
服
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。

①
郡
司
富
豪
層
の
調
庸
京
進
請
負
方
式
が
廃
止
さ
れ
、
郡
司
富
豪
層
は

運
京
請
負
に
よ
る
役
得
を
失
っ
た
。
③
全
国
的
土
地
調
査
を
行
い
、
基

準
国
図
に
作
り
、
基
準
国
図
に
登
記
し
た
免
田
(
免
税
地
)
と
公
田
(
課

税
対
象
地
)
を
、
以
後
の
課
税
・
免
税
の
根
拠
と
し
た
。
富
豪
層
の
脱

税
の
隠
れ
蓑
と
し
て
爆
発
的
に
増
加
し
て
い
た
「
王
臣
家
の
荘
」
は
否

定
さ
れ
た
。
受
領
は
、
王
臣
家
人
で
あ
ろ
う
が
な
か
ろ
う
が
所
属
関
係

に
か
か
わ
り
な
く
、
郡
司
富
豪
層
を
「
負
名
」
と
し
、
彼
ら
が
請
作
す

る
公
田
面
積
に
課
税
す
る
「
負
名
体
制
」
を
成
立
さ
せ
た
。
「
負
名
体

制
」
へ
の
転
換
は
、
班
田
制
・
編
戸
制
・
調
庸
制
を
、
国
内
支
配
の
現

場
で
放
棄
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
れ
は
人
身
支
配
か
ら
土
地
支
配

へ
の
原
理
的
転
換
で
あ
り
、
延
喜
の
国
制
改
革
を
も
っ
て
律
令
国
家
は

王
朝
国
家
へ
と
転
換
し
た
。
そ
れ
は
公
民
制
の
放
棄
に
ほ
か
な
ら
ず
「
停

囚
」
教
化
に
よ
る
「
公
民
」
化
の
意
味
も
失
わ
れ
た
。
倖
囚
の
陸
奥
還

住
、
優
位
廃
止
は
、
こ
の
よ
う
な
支
配
原
理
の
転
換
と
連
動
し
て
い
る
。

さ
ら
に
こ
の
国
制
改
革
は
、
君
臣
秩
序
・
儀
礼
体
系
・
行
政
機
構
・

財
政
構
造
の
改
革
を
も
含
む
全
体
制
的
な
転
換
で
あ
っ
た
。
と
く
に
「
東

夷
の
小
帝
国
」
た
る
こ
と
を
演
出
す
る
儀
礼
で
も
あ
っ
た
元
日
朝
賀
儀

が
事
実
上
廃
止
さ
れ
、
天
皇
と
宮
廷
貴
族
と
の
臣
従
関
係
を
確
認
す
る

だ
け
の
正
月
小
朝
拝
に
な
っ
た
こ
と
は
、
「
中
華
帝
国
」
意
識
の
放
棄

を
反
映
し
て
い
る
。

(3)
寛
平
j
延
喜
の
東
国
の
乱
と
軍
制
改
革

寛
平
七
年
、
「
東
国
強
盗
首
物
部
氏
永
」
が
蜂
起
し
、
信
濃
・
上
野

・
甲
斐
・
武
蔵
な
ど
に
広
が
っ
た
。
回
目
泰
三
年
五
月
、
上
野
国
が
群
盗

追
捕
を
報
告
し
て
き
た
。
賊
首
物
部
氏
永
の
追
捕
に
成
功
し
た
の
だ
ろ

17 



ぅ
。
翌
四
年
目
延
喜
元
年
二
月
五
日
、
信
濃
固
か
ら
報
じ
ら
れ
た
東
国

の
乱
の
鎮
静
の
た
め
、
政
府
は
、
同
日
、
建
礼
門
で
大
蔵
、
一
一
日
、

パ
ー
テ
ィ
ー
中
止
、
二
ニ
日
か
ら
法
琳
寺
で
大
元
帥
法
の
臨
時
修
法
、

一
五
日
、
臨
時
奉
幣
を
行
っ
た
。
四

O
年
後
の
将
門
の
乱
へ
対
応
が
こ

れ
ら
を
「
例
」
に
行
わ
れ
た
こ
と
か
ら
み
て
、
東
国
の
乱
が
政
府
に
と

っ
て
い
か
に
衝
撃
的
な
事
態
だ
っ
た
か
が
わ
か
る
。

寛
平
1
延
喜
初
年
は
、
新
羅
海
賊
あ
り
、
京
畿
内
近
国
の
群
盗
蜂
起

あ
り
、
出
羽
停
囚
の
乱
あ
り
と
、
東
国
の
群
盗
蜂
起
を
中
心
に
全
国
的

騒
乱
状
態
を
呈
し
て
い
た
。
こ
の
全
国
的
騒
乱
状
態
の
要
因
に
つ
い
て

詳
し
く
論
じ
る
余
裕
は
な
い
が
、
寛
平
・
延
喜
の
国
制
改
革
に
よ
る
既

得
権
の
否
定
に
反
発
す
る
諸
国
富
豪
層
の
抗
議
運
動
と
み
て
よ
い
。

寛
平
1
延
喜
の
群
盗
蜂
起
に
対
し
て
、
政
府
は
国
衝
の
軍
事
権
を
強

化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
対
応
し
た
。

第
一
に
、
受
領
が
「
追
捕
官
符
」
で
何
人
で
も
発
兵
で
き
る
よ
う
に
、

受
領
の
発
兵
手
続
き
・
鎮
圧
手
続
き
を
簡
略
化
し
、
受
領
の
発
兵
上
の

裁
量
権
を
強
化
し
た
。

第
二
に
、
武
勇
に
勝
れ
た
者
は
だ
れ
で
あ
れ
国
街
の
動
員
に
し
た
が

う
こ
と
を
義
務
づ
け
た
。

第
三
に
、
国
衝
の
軍
事
指
揮
官
、
群
盗
追
捕
担
当
官
と
し
て
、
国
ご

と
に
押
領
使
を
任
命
し
た
。

こ
の
「
延
喜
の
軍
制
改
革
」
を
通
じ
て
、
「
追
捕
官
符
」
を
受
け
た

受
領
の
下
知
に
よ
っ
て
押
領
使
が
国
内
武
士
を
率
い
て
群
盗
を
追
捕
す

る
国
街
軍
制
が
、
ま
ず
東
国
で
成
立
し
た
。

(4)
毛
抜
形
太
万
の
発
生
と
武
士
の
成
立

毛
抜
形
万
の
万
身
を
さ
ら
に
長
く
す
る
と
、
柄
反
り
だ
け
で
は
な
く
、

万
身
に
も
反
り
を
も
た
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。
こ
う
し
て
万
身

六

O
佃
を
越
え
る
毛
抜
形
太
万
H
日
本
万
が
登
場
し
た
。
最
古
の
毛
抜

形
太
万
は
長
野
県
塩
尻
市
宗
賀
か
ら
出
土
し
た
。
一

O
世
紀
の
も
の
と

推
定
さ
れ
て
い
る
。
平
安
後
期
に
検
非
違
使
官
人
等
が
使
っ
た
「
衛
府

太
万
」
も
毛
抜
形
太
万
で
あ
っ
た
。
蝦
夷
の
毛
抜
形
万
か
ら
進
化
し
た

は
ず
の
毛
抜
形
太
万
が
東
北
で
は
一
例
も
報
告
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
は

注
目
に
値
す
る
。
毛
抜
形
太
万
は
奥
羽
の
蝦
夷
・
惇
囚
が
開
発
し
た
も

の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
問
題
は
、
毛
抜
形
太
万
が
い
っ
、
ど
こ
で
、

だ
れ
に
よ
っ
て
使
わ
れ
は
じ
め
た
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
私
は
そ

の
時
期
を
寛
平
1
延
喜
の
群
盗
蜂
起
の
鎮
圧
過
程
で
あ
っ
た
と
み
る
。

「
東
国
の
乱
」
で
ど
の
よ
う
な
人
々
が
押
領
使
に
な
り
乱
平
定
に
活

躍
し
た
の
か
、
は
っ
き
り
と
は
わ
か
ら
な
い
が
、
将
門
の
乱
後
、
東
国

に
勢
力
を
張
っ
た
の
が
将
門
の
乱
で
手
柄
を
立
て
た
藤
原
秀
郷
・
平
貞

盛
ら
の
子
孫
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
類
推
し
て
、
将
門
の
乱
ま
で
の
期
間
、

坂
東
諸
国
に
勢
力
を
張
っ
て
い
た
の
は
、
寛
平
・
延
喜
年
間
の
群
盗
鎮

圧
に
活
躍
し
た
人
々
や
そ
の
子
弟
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
そ
の
な
か

か
ら
平
高
望
・
藤
原
利
仁
・
藤
原
秀
郷
の
三
人
を
あ
げ
て
み
よ
う
。

ま
ず
桓
武
平
氏
の
祖
上
総
介
高
望
王
は
、
都
で
謀
反
を
平
定
し
、
寛

平
年
間
上
総
介
と
な
っ
て
朝
敵
を
平
ら
げ
平
姓
を
賜
っ
た
と
い
う
武
勇

伝
説
を
も
っ
。
高
望
の
子
息
た
ち
は
そ
の
後
「
前
司
子
弟
」
と
し
て
上

総
・
下
総
・
常
陸
に
勢
力
を
張
っ
て
い
き
将
門
の
乱
の
前
提
と
な
る
同

族
間
の
内
部
対
立
が
深
刻
化
し
て
い
く
。
高
望
は
群
盗
鎮
圧
の
任
務
を

18 



武士形成における停囚の役割(下向井)

帯
び
て
上
総
介
に
任
じ
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

の
で
は
な
い
か
。

次
に
北
陸
斎
藤
党
の
祖
鎮
守
府
将
軍
藤
原
利
仁
は
、
『
今
昔
物
語
集
』

に
、
芥
川
が
「
芋
粥
」
の
題
材
に
し
た
越
前
国
の
富
裕
な
豪
族
と
し
て
、

ま
た
新
罷
征
討
将
軍
に
任
命
さ
れ
た
人
物
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。

『
鞍
馬
寺
詰
起
』
は
「
関
東
」
か
ら
都
に
送
る
「
調
庸
雑
物
」
を
掠
奪

し
て
い
た
下
野
田
高
蔵
山
の
「
群
盗
千
人
」
を
追
討
し
た
と
い
う
英
雄

伝
説
を
伝
え
る
。
縁
起
の
記
述
は
寛
平

1
延
喜
の
群
盗
蜂
起
と
類
似
し

て
お
り
、
利
仁
は
上
野
田
押
領
使
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

利
仁
は
、
「
菅
力
人
ニ
過
ギ
、
甚
ダ
意
気
ア
リ
」
と
評
せ
ら
れ
、
美

濃
介
の
と
き
「
単
騎
」
乗
り
込
ん
で
妖
術
集
団
を
「
追
捕
」
し
れ
話
芸

官
人
藤
原
高
房
の
孫
で
あ
る
。
高
房
の
子
時
長
は
高
房
が
越
前
守
と
し

て
赴
任
し
た
と
き
父
に
つ
い
て
越
前
に
下
り
、
高
房
離
任
後
「
前
司
子

弟
」
と
し
て
越
前
に
と
ど
ま
っ
て
富
豪
経
営
を
行
い
、
利
仁
は
「
王
臣

子
孫
」
と
し
て
父
時
長
の
経
営
を
受
け
継
い
だ
。
高
房
は
受
領
時
代
、

惇
囚
か
ら
騎
馬
戦
術
を
学
び
、
そ
の
武
芸
が
時
長
・
利
仁
へ
と
継
承
さ

れ
た
の
だ
ろ
う
。

次
は
小
山
・
藤
姓
足
利
・
奥
州
藤
原
氏
ら
の
祖
藤
原
秀
郷
で
あ
る
。

彼
に
も
ム
カ
デ
退
治
や
将
門
と
対
面
し
て
器
に
あ
ら
ず
と
見
抜
い
た
と

い
う
英
雄
伝
説
が
あ
る
。
延
喜
十
五
年
(
九
一
五
)
、
上
野
国
受
領
藤

原
厚
載
が
射
殺
さ
れ
る
事
件
が
あ
っ
た
。
下
野
国
住
人
秀
郷
は
お
そ
ら

く
こ
の
事
件
に
関
連
し
て
で
あ
ろ
う
、
い
っ
た
ん
配
流
が
決
ま
っ
た
が
、

配
所
に
行
く
こ
と
を
拒
ん
だ
た
め
に
、
二
ハ
年
重
ね
て
配
流
の
指
令
が

出
さ
れ
た
。
下
野
国
は
、
延
長
七
年
(
九
二
九
)
五
月
、
秀
郷
等
の
「
濫

上
総
国
押
領
使
だ
っ
た

行
」
を
政
府
に
訴
え
、
政
府
は
秀
郷
の
追
捕
を
下
野
お
よ
び
隣
国
五
ヶ

(
開
)

国
に
下
し
た
。
秀
郷
は
十
数
年
間
に
わ
た
っ
て
一
貫
し
て
受
領
に
反
抗

し
続
け
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
秀
郷
の
勢
力
は
延
喜
東
国
の
乱
で
下

野
国
押
領
使
に
任
じ
ら
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
築
か
れ
た
も
の
で
あ
ろ

A
ノ
。

秀
郷
の
曾
祖
父
藤
成
は
弘
仁
年
間
の
播
磨
介
時
代
、
停
囚
管
理
に
敏

腕
を
ふ
る
っ
た
。
彼
も
惇
囚
か
ら
騎
馬
個
人
戦
術
を
継
受
し
た
で
あ
ろ

う
。
藤
成
の
子
豊
沢
・
孫
村
雄
・
曾
孫
秀
郷
は
い
ず
れ
も
下
野
田
街
職

員
の
娘
を
母
と
し
て
い
る
。
一
一
一
代
に
わ
た
っ
て
「
王
臣
子
孫
」
と
し
て

富
豪
経
営
・
騎
馬
戦
術
を
継
承
し
、
受
領
に
協
力
し
た
り
反
抗
し
た
り

し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
秀
郷
は
、
こ
の
よ
う
な
環
境
の
も
と
で
身
に

つ
け
た
武
芸
を
見
込
ま
れ
て
、
下
野
田
押
領
使
に
任
じ
ら
れ
た
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。

以
上
、
平
高
望
・
藤
原
利
仁
・
藤
原
秀
郷
が
、
も
と
も
と
身
に
つ
け

て
い
た
武
芸
に
注
目
さ
れ
、
押
領
使
に
抜
擢
さ
れ
た
こ
と
を
推
定
し
た
。

彼
等
は
長
期
に
渡
る
群
盗
勢
力
と
の
実
戦
経
験
の
な
か
で
、
騎
馬
個
人

戦
術
に
磨
き
を
か
け
て
い
っ
た
。
そ
の
最
大
の
改
良
が
、
毛
抜
形
太
万

の
発
明
で
あ
る
。
騎
馬
で
追
撃
し
な
が
ら
の
斬
り
合
い
、
真
っ
向
す
れ

違
い
ざ
ま
の
斬
り
合
い
で
は
万
身
の
長
さ
の
差
が
勝
敗
を
決
す
る
。
高

望
・
利
仁
・
秀
郷
ら
は
長
年
に
わ
た
る
群
盗
追
撃
戦
の
な
か
で
、
坂
東

の
鍛
冶
師
た
ち
に
毛
抜
形
万
の
万
身
の
長
寸
化
を
求
め
、
鍛
冶
師
た
ち

が
そ
の
要
求
に
応
え
て
作
り
出
し
た
の
が
毛
抜
形
太
万
で
は
な
か
ろ
う

か
。
こ
う
し
て
高
望
・
利
仁
・
秀
郷
ら
、
毛
抜
形
太
万
で
武
装
し
た
最

初
の
武
士
が
登
場
し
た
の
で
あ
る
。
彼
等
の
武
勇
伝
は
武
士
第
一
号
に
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ふ
さ
わ
し
い
。

(5)
戦
術
革
命
H
中
世
武
士
の
騎
馬
個
人
戦
術
の
形
成

毛
技
形
太
万
に
よ
る
疾
駆
斬
撃
戦
術
の
高
度
化
は
、
中
世
武
士
の
騎

馬
個
人
戦
術
の
原
型
を
作
り
出
し
た
。
こ
の
騎
馬
個
人
戦
術
の
高
度
化

を
私
は
「
戦
術
革
命
」
と
呼
び
た
い
。
騎
馬
個
人
戦
術
は
、
も
と
よ
り

太
万
に
よ
る
斬
撃
だ
け
で
は
な
く
、
射
芸
・
馬
芸
と
結
合
し
て
は
じ
め

て
戦
術
と
し
て
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
私
は
、
毛
抜
型
太
万
H
日

本
万
の
創
出
に
よ
る
疾
駆
斬
撃
戦
術
の
改
良
が
戦
術
革
命
を
規
定
し
た

と
考
え
る
。
こ
の
「
戦
術
革
命
」
は
、
そ
れ
ま
で
衛
府
で
継
承
さ
れ
て

き
た
律
令
的
戦
術
、
諸
国
で
群
盗
追
捕
に
使
わ
れ
て
き
た
停
囚
戦
術
を

無
意
味
な
も
の
に
し
た
。
将
門
の
乱
で
秀
郷
が
採
げ
)
た
「
古
計
」
、
源

経
基
が
い
ま
だ
未
熟
と
評
さ
れ
た
「
兵
ノ
道
」
と
は
、
こ
の
よ
う
に
し

て
開
発
さ
れ
た
新
戦
術
で
あ
ろ
う
。
新
戦
術
は
四

O
年
後
の
将
門
・
純

友
の
乱
で
さ
ら
に
発
展
し
た
。
そ
し
て
こ
の
反
乱
鎮
圧
過
程
で
新
戦
術

を
習
得
し
、
手
柄
を
立
て
た
人
々
が
「
武
士
」
の
地
位
と
名
声
を
獲
得

し
、
新
戦
術
を
「
家
業
」
と
し
て
伝
承
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う

し
て
政
府
・
国
簡
の
「
追
捕
官
符
」
に
も
と
づ
く
動
員
に
応
じ
る
権
利

と
義
務
を
持
つ
名
誉
の
戦
士
身
分
と
し
て
の
武
士
が
成
立
し
た
。
そ
の

代
表
が
、
清
和
源
氏
・
桓
武
平
氏
・
秀
郷
流
藤
原
氏
・
利
仁
流
藤
原
氏

で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
武
士
は
、
「
追
捕
官
符
」
が
約
束

す
る
恩
賞
H
位
階
官
職
を
求
め
て
反
乱
鎮
圧
・
群
盗
追
捕
に
活
躍
し
、

恩
賞
獲
得
を
通
じ
て
政
治
的
に
進
出
し
て
い
っ
た
。
将
門
・
純
友
の
乱

後
、
初
期
の
武
士
た
ち
が
衛
府
官
人
に
進
出
し
た
こ
と
を
契
機
に
、
毛

抜
形
太
万
は
都
で
衛
府
太
万
と
し
て
の
採
用
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
武

士
は
都
宝
舞
台
に
登
場
し
た
と
い
う
武
士
職
能
人
論
の
論
理
は
逆
立
ち

し
て
い
る
。
武
士
成
立
の
舞
台
は
、
地
方
で
の
反
乱
鎮
圧
過
程
そ
の
も

の
で
あ
っ
た
。
ま
た
武
士
に
は
、
自
己
訓
練
の
た
め
の
余
暇
、
武
器
購

入
・
馬
飼
育
・
従
者
給
養
の
た
め
の
財
力
、
訓
諌
の
た
め
の
広
大
な
山

林
原
野
利
用
が
不
可
欠
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
武
士
は
、
都
の
検
非
違

使
、
受
領
、
地
方
諸
国
の
在
庁
官
人
・
郡
司
な
ど
、
そ
の
政
治
的
地
位

は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
っ
て
も
、
国
街
か
ら
狩
猟
H
武
芸
訓
練
を
特
権
的
に

認
め
ら
れ
、
地
方
に
拠
点
を
置
く
大
農
園
主
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
O
世
紀
か
ら
一
一
世
紀
半
ば
ま
で
は
、
「
負
名
」

H
大
名
田
堵
の
一

部
が
武
士
で
あ
っ
た
。
一
一
世
紀
半
ば
以
降
、
受
領
は
国
街
領
支
配
を

再
編
し
て
国
内
武
士
を
部
郷
司
に
任
命
し
、
武
士
は
郡
郷
司
の
権
限
を

テ
コ
に
在
地
領
主
化
し
て
い
代
。
こ
こ
に
い
た
っ
て
よ
う
や
く
武
士
H

在
地
領
主
に
な
る
の
で
あ
る
。
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(
6
)

武
士
形
成
に
お
け
る
修
囚
の
役
割

最
初
の
武
士
は
、
停
囚
で
は
な
か
っ
た
。
惇
囚
は
、
九
世
紀
末
の
停

囚
還
住
政
策
に
よ
っ
て
陸
奥
に
送
還
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
武
士
の
騎

馬
個
人
戦
術
は
倖
囚
た
ち
か
ら
学
び
取
っ
た
戦
術
を
高
度
化
さ
せ
た
も

の
で
あ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
、
停
囚
は
こ
の
「
戦
術
革
命
」
と
武
士
の

成
立
に
決
定
的
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
、
日
本
の
歴
史
に
大
き
な
足

跡
を
残
し
た
と
い
え
る
。
し
か
し
そ
の
役
割
は
、
ロ
ー
マ
帝
国
を
誠
ぼ

し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
社
会
に
支
配
者
と
し
て
君
臨
し
た
ゲ
ル
マ
ン
民

族
に
く
ら
べ
て
あ
ま
り
に
小
さ
い
。



武士形成における停囚の役割(下向井)

註

(
1
)

石
井
進
「
中
世
成
立
期
軍
制
研
究
の
一
視
点
」
(
『
史
学
雑
誌
』
七
八

編
二
一
号
、
一
九
六
九
年
。
『
鎌
倉
武
士
の
実
像
』
平
凡
社
、
一
九
八

七
年
、
に
「
中
世
成
立
期
の
軍
制
」
と
改
題
し
て
収
録
)
。
戸
田
芳
実

「
中
世
成
立
期
の
国
家
と
良
民
」
(
『
日
本
史
研
究
』
九
七
号
、
一
九
六

八
年
。
『
初
期
中
世
社
会
史
の
研
究
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
一

年
)
。
同
「
国
街
軍
制
の
形
成
過
程
」
(
『
中
世
の
権
力
と
民
衆
』
創
元

社
、
一
九
七

O
年
。
同
右
)
。

(
2
)

下
向
井
龍
彦
「
王
朝
国
家
国
街
軍
制
の
成
立
」
(
『
史
学
研
究
』
一
四

四
号
、
一
九
七
九
年
)
。
同
「
王
朝
国
家
国
街
軍
制
の
構
造
と
展
開
」
(
『
史

学
研
究
』
一
五
一
号
、
一
九
八
一
年
)
。
同
「
押
領
使
・
追
捕
使
の
諸

類
型
」
(
『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
九
四
号
、
一
九
八
二
年
)
。
同
「
王
朝
国
家

軍
制
研
究
の
基
本
視
角
」
(
坂
本
賞
三
編
『
王
朝
国
家
国
政
史
の
研
究
』

吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
七
年
)
。
同
「
国
街
と
武
士
」
(
『
岩
波
講
座
日

本
通
史
古
代
5
』
岩
波
書
広
一
九
九
五
年
)
。

(
3
)

川
合
康
『
源
平
合
戦
の
虚
像
を
剥
ぐ
』
(
講
談
社
選
章
一
日
メ
チ
エ
一

九
九
六
年
)
。
近
藤
好
和
「
武
器
か
ら
見
た
中
世
武
士
論
」
(
『
日
本
史

研
究
』
四
一
六
号
一
九
九
七
年
)
。
同
『
弓
矢
と
万
剣
』
(
吉
川
弘
文

館
一
九
九
七
年
)
。
高
橋
昌
明
「
武
士
と
は
何
だ
ろ
う
か
」
(
朝
日
百

科
目
本
の
歴
史
別
冊
『
歴
史
を
み
な
お
す
』
朝
日
新
聞
社
、
一
九
九
四

年
)
。
同
「
日
本
中
世
の
戦
闘
」
(
松
木
・
字
国
川
編
『
人
類
に
と
っ
て

戦
い
と
は

2

戦
い
の
シ
ス
テ
ム
と
対
外
戦
略
』
東
洋
書
林
、
一
九
九

九
年
)
。

(
4
)

石
井
昌
国
『
蕨
手
万
』
(
雄
山
閣
、
一
九
六
六
年
)
。
石
井
昌
国
・
加

島
進
『
日
本
万
の
時
代
の
み
ど
こ
ろ
』
(
本
間
・
佐
藤
監
修
『
日
本
万

全
集
』
第
二
巻
徳
間
書
広
一
九
六
六
年
)
。

(
5
)

八
木
光
則
編
『
文
化
財
資
料
集
第
l
集
蕨
手
万
集
成
(
第
1
版)』

(
盛
岡
市
教
育
委
員
会
文
化
財
調
査
室
一
九
九
三
年
)
。

(
6
)

喜
田
貞
吉
「
奈
良
時
代
前
後
に
お
け
る
北
海
道
の
経
営
」
『
歴
史
地

理
』
六
二
巻
四

1
六
号
一
九
一
二
三
年
。

(
7
)

戸
田
芳
実
「
国
街
軍
制
の
形
成
過
程
」
(
前
掲
)
。
井
上
満
郎
「
停
囚

の
兵
土
」
(
小
葉
田
淳
退
官
『
国
史
論
集
』
一
九
七

O
年
。
『
平
安
時
代

軍
事
制
度
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
一
九
八

O
年
)
。
吉
沢
幹
夫
「
停
囚

移
配
策
の
変
遷
と
九
世
紀
国
家
軍
制
に
つ
い
て
」
(
『
東
北
歴
史
資
料
館

研
究
紀
要
』
一
四
巻
、
一
九
八
九
年
)
。

(
8
)

平
川
南
「
停
囚
と
夷
停
」
(
青
木
和
夫
還
暦
『
日
本
古
代
の
政
治
と

文
化
』
吉
川
弘
文
館
一
九
八
六
年
)
。
今
泉
隆
雄
「
蝦
夷
の
朝
貢
と

饗
給
」
(
高
橋
富
雄
編
『
東
北
古
代
史
の
研
究
』
士
口
川
弘
文
館
一
九

八
六
年
)
。
同
「
律
令
国
家
と
エ
ミ
シ
」
(
『
新
版
古
代
の
日
本
第
九

巻
東
北
・
北
海
道
』
角
川
書
庖
一
九
九
二
年
)
。
阿
部
義
平
「
停

囚
と
考
古
学
」
(
伊
藤
信
雄
追
悼
『
考
古
学
古
代
史
論
孜
』
一
九
九

O

年)。

(
9
)

士
口
沢
幹
夫
「
停
囚
移
配
策
の
変
遷
と
九
世
紀
国
家
軍
制
に
つ
い
て
」

(
前
掲
)
。

(ω)
石
母
田
正
『
日
本
の
古
代
国
家
』
(
岩
波
書
周
一
九
七
一
年
)
、
同

『
日
本
古
代
国
家
論
第
1
部
』
(
岩
波
書
広
一
九
七
三
年
)
。

(
日
)
下
向
井
龍
彦
「
日
本
律
令
軍
制
の
基
本
構
造
」
(
『
史
学
研
究
』
一
七

五
号
、
一
九
八
七
年
)
。
同
「
軍
縮
と
軍
拡
の
奈
良
時
代
」
(
『
歴
博
』

七
一
号
一
九
九
六
年
)
。

(
ロ
)
吉
田
孝
『
律
令
国
家
と
古
代
の
社
会
』
(
岩
波
書
庖
、
一
九
八
三
年
)
。

(
日
)
下
向
井
龍
彦
「
捕
亡
令
『
臨
時
発
兵
』
規
定
に
つ
い
て
」
(
『
続
日
本
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紀
研
究
』
二
七
九
号
、
一
九
九
二
年
)
。

(
M
)

下
向
井
龍
彦
「
捕
亡
令
『
臨
時
発
兵
』
規
定
の
適
用
か
ら
み
た
国
街

軍
制
の
形
成
過
程
」
『
内
海
文
化
研
究
紀
要
』
二
二
号
、
一
九
九
四
年
。

(
日
)
下
向
井
龍
彦
「
光
仁
・
桓
武
朝
の
軍
縮
改
革
に
つ
い
て
」
『
古
代
文

化
』
四
九
巻
一
一
号
一
九
九
七
年
)
。

(
日
山
)
停
囚
と
夷
俸
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
平
川
南
「
浮
囚
と
夷
停
」
(
前

掲
)
が
詳
し
く
検
討
し
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
本
文
の
よ
う
に
理
解
し

て
お
く
。

(
口
)
『
日
本
後
紀
』
弘
仁
二
年
十
月
十
三
日
条
。

(
日
)
『
類
菜
園
史
』
延
暦
十
九
年
五
月
二
十
二
日
条
。

(ω)
『
類
衆
国
史
』
弘
仁
八
年
九
月
二
十
日
条
。

(
却
)
『
続
日
本
紀
』
宝
亀
五
年
五
月
十
七
日
条
、
『
類
沼
市
三
代
格
』
宝
亀
五

年
五
月
十
七
日
官
符
、
『
続
日
本
後
紀
』
承
和
九
年
八
月
十
五
日
条
。

(
幻
)
『
類
菜
園
史
』
弘
仁
四
年
十
一
月
二
十
一
日
条
、
同
二
十
四
日
条
、

同
十
一
年
四
月
七
日
条
、
『
三
代
実
録
』
貞
観
八
年
四
月
十
一
日
条
。

(
幻
)
正
倉
院
文
書
天
平
十
年
筑
後
国
正
税
帳
、
『
類
衆
国
史
』
大
同
元
年

十
月
三
日
条
、
同
弘
仁
二
年
二
月
八
日
条
。

(
幻
)
『
類
衆
国
史
』
弘
仁
二
年
三
月
十
一
日
条
。

(M)

『
類
衆
国
史
』
弘
仁
二
年
二
月
八
日
条
。

(
お
)
『
類
菜
園
史
』
承
和
十
四
年
七
月
四
日
条
。

(
お
)
『
類
衆
国
史
』
延
暦
十
九
年
一
一
一
月
一
日
条
。

(
幻
)
職
員
令
中
務
省
条
義
解
、
軍
亡
令
節
万
条
、
『
続
日
本
紀
』
大
宝
元

年
八
月
十
四
日
条
。

(
お
)
『
類
菜
園
史
』
天
長
五
年
(
八
二
八
)
七
月
十
三
日
条
、
同
天
長
六

年
六
月
二
十
八
日
条
、
同
天
長
六
年
七
月
十
九
日
条
、
同
天
長
八
年
十

一
月
五
日
条
、
『
三
代
実
録
』
貞
観
四
年
(
八
六
二
)
四
月
十
日
条
な

ど
に
、
儒
教
的
徳
目
の
励
行
に
よ
っ
て
叙
位
さ
れ
た
事
例
が
み
え
る
。

(
鈎
)
『
類
衆
国
史
』
延
暦
十
九
年
(
八

O
O
)
五
月
二
十
二
日
条
、
同
弘

仁
七
年
(
八
二
ハ
)
八
月
一
日
条
、
『
三
代
実
録
』
貞
観
八
年
(
八
八

六
)
四
月
十
一
日
条
。

(
初
)
石
母
田
正
「
古
代
の
身
分
秩
序
」
(
同
『
日
本
古
代
国
家
論
第
I
部』

所
収
)
。

(
幻
)
『
類
菜
園
史
』
弘
仁
四
年
(
八
二
二
)
十
一
月
二
十
一
日
条
、
同
弘

仁
七
年
八
月
一
日
条
。

(
勾
)
饗
宴
・
賜
禄
に
つ
い
て
は
『
類
衆
国
史
』
延
暦
十
七
年
(
七
九
八
)

六
月
二
十
一
日
条
、
同
大
同
元
年
(
入

O
六
)
十
月
三
日
条
、
と
く
に

出
雲
受
領
の
饗
宴
・
賜
禄
に
つ
い
て
は
、
同
延
暦
十
九
年
三
月
一
日
条
。

(
お
)
『
一
二
代
実
録
』
元
慶
五
年
(
八
八
二
六
月
二
十
七
日
条
に
「
近
江

国
言
、
夷
倖
禄
料
正
税
穀
五
十
剤
、
毎
年
言
上
、
待
符
宛
給
」
と
あ
る
。

(
鈍
)
『
類
衆
国
史
』
弘
仁
七
年
十
月
十
日
条
。

(
お
)
『
類
衆
国
史
』
弘
仁
八
年
九
月
十
日
条
。

(
お
)
『
類
衆
三
代
格
』
延
暦
十
七
年
四
月
十
六
日
太
政
官
符
。

(
幻
)
『
類
衆
三
代
格
』
貞
観
十
一
年
十
二
月
五
日
太
政
官
符
、
同
寛
平
七

年
三
月
十
三
日
太
政
官
符
。

(
お
)
『
類
衆
国
史
』
延
暦
十
九
年
五
月
二
十
二
日
条
。

(
ぬ
)
『
類
衆
国
史
』
延
暦
二
十
四
年
十
月
二
十
三
日
条
、
同
弘
仁
十
一
年

(
八
二

O
)
六
月
十
一
日
条
。

(ω)
『
三
代
実
録
』
貞
観
八
年
四
月
十
一
日
条
。

(
引
)
『
三
代
実
録
』
貞
観
十
二
年
十
二
月
二
日
条
。

(
位
)
『
三
代
実
録
』
元
慶
五
年
(
八
八
二
六
月
二
十
七
日
条
で
、
近
江
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武士形成における停囚の役割(下向井)

国
か
ら
、
今
後
い
ち
い
ち
政
府
の
許
可
を
求
め
ず
に
禄
料
正
税
穀
五
十

餅
を
使
う
こ
と
を
許
可
し
て
ほ
し
い
と
の
申
請
が
あ
り
、
認
可
さ
れ
て

い
る
。
ま
た
『
類
衆
三
代
格
』
寛
平
七
年
(
八
九
五
)
三
月
十
三
日
太

政
官
符
に
「
夷
停
徒
在
諸
国
、
不
閲
公
役
、
繁
息
経
年
、
其
数
巨
多
」

と
み
え
る
。

(
幻
)
『
朝
野
群
載
』
寛
弘
元
年
(
一

O
O四
)
十
一
月
汁
日
土
佐
国
申
減

省
解
文
、
同
承
保
三
年
(
一

O
七
六
)
十
二
月
十
五
日
上
野
国
減
省
官

符。

(
付
)
『
倭
名
類
甲
府
抄
』
に
は
上
野
国
碓
氷
郡
・
多
胡
郡
・
緑
野
郡
・
周
防

国
吉
敷
郡
に
倖
囚
郷
が
み
え
る
。

(
犯
)
石
井
呂
田
『
蕨
手
刀
』
(
前
掲
)
。

(
羽
)
『
類
沼
市
国
史
』
弘
仁
三
年
六
月
二
日
条
。
夷
再
庁
長
に
関
す
る
記
事
に

は
、
同
天
長
八
年
(
八
三
二
十
一
月
五
日
条
、
『
文
徳
実
録
』
天
安

二
年
(
八
五
八
)
五
月
一
九
日
条
、
『
三
代
実
録
』
貞
観
八
年
(
八
六

六
)
十
一
月
十
日
条
、
同
貞
観
八
年
四
月
十
一
日
条
が
あ
る
。

(
幻
)
(
特
)
山
口
県
教
育
委
員
会
(
小
野
忠
照
・
斎
藤
忠
氏
執
筆
)
『
見
島

古
墳
群
』
一
九
六
五
年
。

(
川
口
)
山
口
県
教
育
委
員
会
(
乗
安
和
二
三
氏
氏
執
筆
)
『
見
島
ジ
l

コ
ン

ボ
古
墳
群
』
一
九
八
三
年
。

(
印
)
山
口
県
教
育
委
員
会
『
見
島
古
墳
群
』
(
前
掲
)
。

(
日
)
『
類
来
三
代
格
』
延
暦
十
七
年
四
月
十
六
日
太
政
官
符
、
『
類
衆
国
史
』

延
暦
十
九
年
五
月
二
十
二
日
条
、
『
類
家
三
代
格
』
貞
続
十
一
年
十
二

月
五
日
太
政
官
符
。

(
臼
)
『
類
沼
市
三
代
格
』
貞
観
五
年
三
月
十
五
日
太
政
官
符
。

(
日
)
山
口
県
教
委
『
見
島
古
墳
群
』
(
前
掲
)
、
山
口
県
教
委
『
見
島
ジ
l

コ
ン
ポ
古
墳
群
』
(
訂
犯
)
C

(
日
)
山
口
県
教
委
『
見
島
古
墳
群
』
(
前
掲
)
。

(
日
)
松
下
孝
幸
・
分
部
哲
秋
・
佐
熊
正
史
「
山
口
県
萩
市
見
島
ジ

l
コ
ン

ボ
古
墳
群
出
土
の
平
安
時
代
人
骨
」
(
山
口
県
教
委
『
見
島
ジ
l

コ
ン

ボ
古
墳
群
』
(
前
掲
)
所
収
)
。

(
回
)
『
類
衆
国
史
』
弘
仁
八
年
九
月
十
日
条
、
同
弘
仁
十
三
年
九
月
二
十

六
日
条
、
同
天
長
五
年
間
三
月
十
日
条
、
同
天
長
十
年
二
月
二
十
日
条
。

(
貯
)
『
日
本
後
紀
』
弘
仁
五
年
(
八
一
四
)
十
二
月
朔
日
条
。

(
見
)
『
日
本
後
紀
』
延
暦
十
八
年
(
七
九
九
)
二
月
二
十
一
日
条
。

(
印
)
『
類
衆
国
史
』
弘
仁
四
年
(
八
二
ニ
)
十
一
月
二
十
一
日
条
に
「
夷

停
之
性
異
三
於
平
民
一
、
難
レ
従
一
一
朝
化
一
、
未
レ
忘
二
野
心
こ
、
同
七
年

八
月
一
日
条
に
「
夷
伊
之
性
異
一
一
於
平
民
二
雄
レ
従
一
白
星
化
一
、
野
性
尚

存
」
と
あ
る
。

(
印
)
『
類
衆
三
代
格
』
延
暦
十
七
年
(
七
九
八
)
四
月
十
六
日
太
政
官
符
。

(
臼
)
『
類
衆
国
史
』
延
暦
十
九
年
(
八

O
O
)
五
月
二
十
二
日
条
。

(
臼
)
『
一
二
代
実
録
』
貞
観
十
二
年
十
二
月
二
日
条
。

(
臼
)
『
類
衆
国
史
』
大
同
元
年
十
月
三
日
条
。

(
臼
)
下
向
井
龍
彦
「
国
街
支
配
の
再
編
成
」
(
『
新
版
古
代
の
日
本
〔
中
国

四
国
〕
』
角
川
書
宿
、
一
九
九
二
年
)
。

(
臼
)
『
三
代
実
録
』
貞
観
十
二
年
(
八
七

O
)
二
月
十
五
日
条
。

(
防
)
以
下
の
叙
述
は
、
下
向
井
龍
彦
「
捕
亡
令
『
臨
時
発
兵
』
規
定
の
適

用
か
ら
み
た
国
街
軍
制
の
形
成
過
程
」
(
前
掲
)
に
よ
る
。

(
灯
)
『
類
田
市
国
史
』
弘
仁
五
年
二
月
十
日
条
、
『
続
日
本
後
紀
』
承
和
六
年

四
月
二
日
条
、
『
三
代
実
録
』
貞
観
九
年
十
一
月
十
日
条
、
同
貞
観
十

一
年
十
二
月
五
日
条
。
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(
伺
)
そ
れ
ぞ
れ
『
三
代
実
録
』
貞
観
十
一
年
六
月
十
五
日
条
、
同
元
慶
七

年
七
月
十
九
日
条
、
同
貞
観
九
年
十
一
月
十
日
条
。

(
印
)
そ
れ
ぞ
れ
『
三
代
実
録
』
貞
観
十
一
年
七
月
二
日
条
、
周
年
十
二
月

五
日
条
、
同
十
七
年
七
月
五
日
条
。

(
初
)
そ
れ
ぞ
れ
『
類
来
三
代
格
』
承
和
四
年
(
八
三
七
)
二
月
八
日
太
政

官
符
、
『
続
日
本
紀
』
天
応
元
年
年
六
月
朔
日
条
、
同
延
暦
八
年
六
月

一一一日条。

(η)
石
井
昌
国
『
蕨
手
万
』
(
前
掲
)
、
石
井
昌
国
・
加
島
進
『
日
本
万
の

時
代
の
み
ど
こ
ろ
』
(
前
掲
)
。

(η)
石
井
昌
国
『
蕨
手
万
』
(
前
掲
)
の
分
類
に
よ
る
。
ま
た
三
類
型
そ

れ
ぞ
れ
の
比
率
も
石
井
著
書
に
よ
る
。
ま
た
八
木
光
則
「
蕨
手
万
の
変

遷
と
性
格
」
(
前
掲
)
。

(
口
)
『
延
喜
式
』
巻
四
十
五
左
右
近
衛
府
式
擬
近
衛
条
、
『
日
本
紀
略
』

延
暦
十
五
年
(
七
九
六
)
三
月
十
五
日
条
、
『
日
本
後
紀
』
弘
仁
二

年
(
八
一
一
)
六
月
三
日
条
。

(
日
)
『
一
二
代
実
録
』
貞
観
元
年
(
八
五
九
)
十
二
月
二
十
五
日
条
。

(
お
)
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ

l
パ

l

『
支
配
の
社
会
学
』
(
世
良
晃
史
郎
訳

創
文
社
)
一
六
六
頁
1
一
七
三
頁
。

(
同
)
『
続
日
本
後
紀
』
嘉
祥
二
年
(
八
四
九
)
閏
十
二
月
二
十
一
日
条
、
『
一
一
一

代
実
録
』
貞
観
元
年
(
八
五
九
)
十
二
月
二
十
五
日
条
。

(π)
『
類
衆
国
史
』
弘
仁
四
年
(
八
一
三
)
十
一
月
二
十
一
日
条
、
同
弘

仁
七
年
八
月
一
日
条
。

(
花
)
『
類
衆
国
史
』
広
仁
五
年
二
月
十
日
条
、
周
年
二
月
十
五
日
条
、
同

年
五
月
十
八
日
条
、
周
年
十
一
月
九
日
条
、
『
日
本
後
紀
』
弘
仁
三
年

正
月
一
一
一
日
条
。

(
円
)
『
続
日
本
後
紀
』
承
和
十
五
年
二
月
十
日
条
、
同
年
二
月
十
二
日
条
。

(
印
)
『
三
代
実
録
』
貞
観
十
七
年
五
月
十
日
条
、
同
年
六
月
十
九
日
条
、

同
年
七
月
五
日
条
。

(
創
)
『
一
二
代
実
録
』
元
慶
七
年
二
月
九
日
条
、
同
十
八
日
条
、
同
二
十
一

日
条
。

(
回
)
『
一
一
一
代
実
録
』
貞
観
十
二
年
十
二
月
二
日
条
。

(
回
)
『
類
衆
三
代
格
』
寛
平
九
年
七
月
十
九
日
太
政
官
符
。

(
剖
)
山
口
県
教
委
『
見
島
古
墳
群
』
(
前
掲
)
。

(
お
)
(
凶
)
石
井
昌
国
『
蕨
手
万
』
(
前
掲
)
。

(
釘
)
『
一
一
一
代
実
録
』
元
慶
二
年
六
月
七
日
条
。

(
回
)
坂
本
賞
三
『
日
本
王
朝
国
家
体
制
論
』
(
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九

七
二
年
)
。
戸
田
芳
実
「
中
世
成
立
期
の
国
家
と
農
民
」
(
前
掲
)
、
下

向
井
龍
彦
「
国
街
支
配
の
再
編
成
」
(
前
掲
)

『
新
版
古
代
の
日
本
〔
中
国
四
国
〕
』
角
川
書
応
、
一
九
九
二
年
。

(
卸
)
下
向
井
龍
彦
「
王
朝
国
家
国
街
軍
制
の
成
立
」
(
前
掲
)
。

(
卯
)
『
扶
桑
略
記
』
寛
平
元
年
条
、
『
日
本
紀
略
』
寛
平
元
年
条
に
物
部
氏

永
蜂
起
の
記
事
が
あ
る
が
、
そ
の
後
寛
平
七
年
(
八
九
五
)
ま
で
坂
東

で
群
盗
の
動
き
は
見
ら
れ
な
い
。
本
稿
で
は
『
扶
桑
略
記
』
延
喜
元
年

(九

O
二
二
月
十
五
日
条
に
し
た
が
っ
て
、
坂
東
の
本
格
的
群
盗
蜂

起
を
寛
平
七
年
と
し
て
お
く
。

(
引
)
石
井
昌
国
『
蕨
手
万
』
(
前
掲
)
。

(
幻
)
こ
れ
ら
の
人
物
が
東
国
の
乱
平
定
に
抜
擢
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て

は
、
戸
田
芳
実
「
国
街
軍
制
の
形
成
過
程
」
(
前
掲
)
、
高
田
実
「
一

O

世
紀
の
社
会
変
革
」
(
『
講
座
日
本
史
2
』
)
、
高
橋
昌
明
「
将
門
の
乱
の

評
価
を
め
ぐ
っ
て
」
(
『
文
化
史
学
』
二
六
号
一
九
七
一
年
)
、
野
口
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実
「
秀
郷
流
藤
原
氏
の
基
礎
的
考
察
」
(
『
古
代
文
化
』
二
九
巻
七
号

一
九
七
七
年
)
が
指
摘
し
て
い
る
。

(
回
)
『
平
家
勘
文
録
』
(
『
続
群
書
類
従
』
巻
五
六

O
)。

(
叫
)
『
今
昔
物
語
集
』
巻
二
十
六
、
同
巻
十
四
。

(
出
)
『
尊
卑
分
隊
』
時
長
孫
利
仁
の
註
記
。

(
叩
)
『
文
徳
実
録
』
仁
寿
二
年
(
八
五
四
)
二
月
二
十
五
日
条
。

(
幻
)
『
扶
桑
略
記
』
延
喜
十
五
年
二
月
十
日
条
、
『
日
本
紀
略
』
同
年
二
月

十
日
条
、
同
二
十
七
日
条
、
同
三
月
二
十
五
日
条
、
同
十
六
年
十
月
二

十
七
日
条
、
同
延
喜
十
六
年
十
二
月
八
日
条
。

(
開
)
『
日
本
紀
略
』
延
喜
十
六
年
八
月
十
二
日
条
、

(
凹
)
『
扶
桑
略
記
』
延
長
七
年
(
九
二
九
)
五
月
二
十
日
条
。

(m)
『
類
衆
国
史
』
弘
仁
四
年
(
八
一
三
)
十
一
月
二
十
一
日
条
。

(
川
)
下
向
井
龍
彦
「
捕
亡
令
『
臨
時
発
兵
』
規
定
の
適
用
か
ら
み
た
国
街

軍
制
の
形
成
過
程
」
(
前
掲
)
。

(
問
)
『
将
門
記
』
。

(
問
)
高
橋
目
日
明
「
武
士
と
は
何
だ
ろ
う
か
」
(
前
掲
)
。

(
削
)
下
向
井
龍
彦
「
国
街
と
武
士
」
(
前
掲
)
。

〔
付
記
〕
本
報
告
の
準
備
に
あ
た
っ
て
阿
部
義
平
・
越
田
賢
一
郎
・
田
中
広
明

・
古
瀬
清
秀
・
八
木
光
則
の
各
氏
か
ら
、
蕨
手
万
・
石
帯
具
・
積
石
塚
な

ど
の
に
つ
い
て
貴
重
な
ご
教
示
を
い
た
だ
い
た
。
ま
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で

は
体
調
不
全
の
た
め
、
今
正
秀
氏
に
発
表
原
稿
の
代
読
を
お
願
い
し
た
。

記
し
て
謝
意
を
表
し
た
い
。
な
お
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
テ
l
マ
か
ら
致
し
方

な
か
っ
た
の
で
は
あ
る
が
、
報
告
は
、
停
囚
支
配
の
実
態
に
関
す
る
部
分

を
除
き
、
ほ
と
ん
ど
筆
者
の
旧
稿
を
寄
せ
集
め
た
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
あ

っ
た
。
ま
た
本
稿
は
、
発
表
原
稿
に
註
を
付
け
た
だ
け
の
不
本
意
な
も
の

で
あ
る
が
、
体
調
不
全
と
身
辺
多
忙
に
つ
き
、
そ
の
ま
ま
に
さ
せ
て
い
た

だ
く
。

(
広
島
大
学
教
育
学
部
)

25 



On the role of Hushu (i~ltJ) in the growth of Bushi (ftt±) 
--The development from Warabiteto OilJ:-¥JJ) to Japanese sword, 

related to the conversion of the state and military system--

Tatsuhiko Shimomukai 

At the war from the late 8th century to the early 9th century, a lot of Ezo (m~) who 

was called Hushu, surrendered to Ritsuryo-koka (~~OO*). Ritsuryo-koka transfered 

Hushu from Tohoku OIUt) area to Rituryo-koka's territory, and turned them into Ko

min (~!l:';) under the protection of Kokushi (OOI'l]). Komin had hostility to Hushu be

cause Komin had to bear the cost of living for Hushu. In the 9th century, Kokushi 

exploited Hushu loyal to Kokushi as the military power, and oppressed the armed Komin 

who rose in revolt against Kokuga (OOiltr). Hushu was good at the tactics of horse 

riding and they used Warabiteto (a warped sword). Hugoso (&il:~) took over the 

tactics from Fushu. In the late 9th century, Hushu rose in revolt against Kokushi to 

demand the usual allowance. So, the Government turned Hushu back to Tohoku area. 

From the late 9th century to the early 10th century, Taira-no-Takamoti (fi'ili~), 

Fujiwara-no- Tosh ih ito ()jiJJj(fIJt::), Fujiwara-no-Hidesato ()jiJJj(*mn, were dispatched 

to suppress the revolt of Fugoso. In this battle, they improved on the Warabiteto to 

develop Kenukigatatati (:fJ-tUf5:.t:7J) -Japanese sword-, which was able to innovate the 

tactics of horse riding. As the result, they became the earliest Bushi. Hushu played 

the mediate role for the birth of Bushi. 




